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森林公園における

バリアフリー整備

|夷

がまいまみつる

蒲沼満
(社)全国森林ﾚｸﾘｴー ｼｮﾝ協会
専務理事

1936年，長野県生まれ。三重大学農学部

卒。59年農林省に入り，林野庁，当時の札
幌，前橋，長野，青森営林局署，森林総合研
究所，関東林木育種場に勤務，平成2年から
全国森林レク協会へ。r林業統計史』（共著，
農林統計協会),rl国産材産業振興資金融通暫

定措置法の解説』(共著,地球社),r'国有林分
収育林制度の解説』（共壹地球社)など。技

術士。
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●森林公園への期待
現在，森林公隊1難'の利用者は年間2億人を超えるものとなり，健常者はもとより，

高齢者や身体障害者等の利用も増加しつつある。

森林は従来から森林浴などの林内活動を通じて，どちらかといえば健常者の保養の

場として利用されてきた。簸近では特に，都市化の進展やストレス社会の進行に伴い，

自然にふれあいたいというニーズが高まっている。また，健康への関心の高まりから，
いや

ハイキング・ウオーキング等が注目を浴び，森林が持つ癒し効果も期待されている。

さらに，学校教育における総合学習の時間の創設,平成14年度からの学校完全週5日

制への移行など，野外教育・環境教育への森林の活用も要請されている。

これからの森林公園は，子供たちから高齢者まで，すべての世代が保健・保養の場

として，快適にかつ安心して，自然に親しみながらさまざまな活動を行える場である

べきであろう。とりわけ高齢化の急速な進展に伴い，高齢者等の生きがいの場として

積極的に活用していくことが期待される。

●バリアフリー化の動き
1970年，高齢化社会の到来に対応して，『心身障害者対策基本法』が制定された。以

後,都市･建物･歩道等におけるバリアフリー等2に関する取り組みが推進されてきた。

1994年には,「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築促進に関

する法律（ハートビル法)」が制定された。その他，神奈川県（1982)，大阪府

(1993)，東京都（1995）など各自治体レベルで，福祉の街づくり条例が制定され，（

②－林業技術No.6972000.4



写真・遊歩道と一体となったデッキ構造
のあずまや（赤沢自然休養林）

リアフリーに力が入れられてきた。さら

に，この国会に「高齢者・身障者等移動

円滑化促進法案（交通バリアフリー法

案)｣が提案された。これは，妊婦や身体

障害者，高齢者等が公共交通機関を制約

なく利用し，スムーズに街を移動できる

よう，駅や主要施設にスロープ・エレベ

ーター・エスカレーターを設けることな

どを義務づける法案である。このために

補助金と税制が用意される。

このような社会情勢の中で，現在の森

林公園施設等はいかがであろうか。特に，

利用できるだろうか。

高齢者や身体障害者等の方でも，安心して

●森林公園のバリアフリー整備の実態
高齢者や身体障害者等の方々が，森林浴・森林教室など様々な目的で森林公|東Iを利

用するためには，健常者とは異なった視点に立った"やさしい施設"の整備，“ふさわ

しいプログラム”の工夫が必要である。

これは，より多くの人が快適に森林公園を利用するための今日の重要課題だからで

ある。このような観点から，以~ドでは森林公園のバリアフリー実態調査と，今後の課

題について記すこととする。

（1）森林公園と実態調査

（社)全国森林レクリエーション協会は,平成8年以来都道府県(民有林)，営林局(陸l

有林）の協力を得ながら，全国の森林公|刺の各種統計把握に努めている。これによれ

ば，全国で3000カ所に近い森林公隙|のうち，「管理事務所があり，そこに管理人が年

間通算おおむね3カ月以上常駐する」ところは，全国で907カ所である。

森林公隙|のバリアフリー実態調査篭3は平成10.11年に行ったもので，この腿有林の

データをもとに，全国を北海道・東北，関東，北陸・中部，近畿，中隆|・四国，九州

の6ブロックに分け，各ブロックにおいて施設利用者数の上位10施設，合計60カ所

を調査対象とした。郵送調査による回答は46カ所で，回収率は77％である。ブロッ

クによって若干の差はあるが,おおむね年間利用者数17万人以上～140万人の森林公

園が対象となっている。したがって，以下の調査結果は，森林公園の中でも利用の特

に高いグループのデータであることに留意しておく必要がある。

（2）身体障害者等の利用動向の把握

調査対象の森林公園で身体障害者等の利用者数を把握している施設は7カ所（2割

弱）のみであった。一般利用者に対する身体障害者等の割合は，平均して1％である。

利用者数がトップグループの森林公園でも身体障害者等の利用動向を把握していると

ころは，意外に少ない状況にある。

また，身体障害者等の利用動向については，25カ所（8割弱）が，はっきりとした

数を把握してはいないが，5年前と比べて増加したとしている。

（3）バリアフリー施設の実態

①『身体障害者に配慮した何らかの施設があるかどうか』の設問では,46施設のうち43

施設（約9割）があると回答した。施設の種類では，『障害者用トイレ』は普及率が

１
１

林業技術No.6972000.4-③
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高く，一般用トイレに比べ設置されている場所や数が限られているものの，43施設
すべてに設置されていた(図①)。この施設がないのは3カ所のみであり，各ブロッ

クのベストテンの森林公園だけに整備率は高い。

次いで，『施設内のいずれかの場所に段差を解消するスロープ等が整備されてい

る』が25カ所（約5割）であった。スロープが設置されている場所としては，（駐

車場から）玄関･建物内･野外通路等が挙げられた。また，『障害者用の駐車場が整

備されている』が14カ所（3割）であった。『エレベーター』『自動ドア』『障害者

用宿泊室』『案内板の点字表示』『手すり』『引き戸』『障害者用公衆電話』等が一部

の施設で挙げられた。

②身体障害者等の方は非常事態のとき，一般の方と比べて情報が伝わりにくい，また

は伝わらない可能性があるうえに，避難する場合も時間がかかったり，他者の助け

が必要となることが十分考えられる。そのため，早く，確実に非常事態であること

を伝える手段が必要である。

今回調査で,『音･音声による警報装置がある』施設は過半数に満たない19カ所(4

割強)，『光･表示による警報装置がある』施設は7カ所(2割弱)のみであった(図②)。

③身体障害者等の入園者に森林公園が行っているサービスでは，『車いすの常備』が最

も多く，25施設（5割強）で挙げられた（図③)。常備されている車いすの台数は，

全体の平均では3．4台であったが，施設によって大きく異なり，1台のみの施設か

ら，最も常備数の多い施設では20台とさまざまであった。次いで『盲導犬の入園が

できる』施設は21カ所（5割弱)，『聴覚障害者や言語障害の場合，電話の取り次ぎ

をしてもらえる』施設が8カ所（2割弱)，『案内をしてくれる人がいる』施設が7

カ所（2割弱）であった。その他『車による送迎がある』，『階段昇降機がある』と

なっていたが，『一時介助や手話通訳者がいる，または手配できる』施設はなかった。

（4）バリアフリーに関する施設整備の具体的事例

いくつか具体的な事例を簡単に紹介しよう。大阪。府民の森「くるんど園地」では，

駐車場からキャンプ場までの園地管理道は車いすで移動でき，テント場は車いすで横

付けできるように管理道に接している。また，炊事棟は車いすに乗ったまま炊事でき

るように工夫されており，バーベキュー広場でも車いすに座ったままバーベキューを

楽しめる。同様に「福岡市民の森」も先進的である。

今回のアンケート調査の対象には入っていないが，バリアフリー整備の進んだもの

として，民有林では大阪･府民の森｢らくらく登山道｣，国有林では中部森林管理局｢赤

沢自然休養林」が挙げられる（写真)。

（5）プログラム提供の実態と事例

身体障害者等の方を対象とした，または参加可能なプログラムがあると答えた施設

は，46施設中4カ所（1割弱）のみであった。具体的なプログラムの内容としては，

視覚障害者を対象とした『さわる図鑑』（日本野鳥の会発行）を利用したバードウォッ

チング，身体障害者等の方が参加可能な『自然体験プログラム』，同様に押し花やしお

りや絵皿づくりが挙げられている。

今後，身体障害者等の方を対象としたプログラムを作成する予定があると答えた施

設も，わずか2カ所にとどまっている。

●森林公園におけるバリアフリー化の推進
わが国は世界でも指折りの高齢社会である｡加齢とともに身体の不自由さは増し,だ

④－林業技術No.6972000.4
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図③サービスの有無

バリアフリー実態調査より（(社)全国森林レクリエーション協会，平成10．11年）
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れもが身体障害者等になる可能性がある。森林公園のバリアフリー化は，今後ますま

す重要な課題になるであろう。これまでの調査結果からわかるように，利用者数の多

い森林公園であっても，バリアフリー化はまだ緒に就いたばかりであり，今後の改善
が望まれるところである。

そのためにはまず，①身体障害者等を含めた利用者動向の把握が重要である。今回

の調査では，利用者数，利用形態等を把握している森林公園はまだ少なかった。一般

利用者に比べれば，まだ身体障害者等の利用は少ないが，今後の施設整備に合わせ，

利用増進を図るうえからも基本的な課題である。

次に，②施設整備の充実の|淵題である。身体|隙害者等用のトイレは，ほとんどの森

林公園で整備されていたが，それ以上の施設整備を行っているところは少ない。森林

公|窟Iにおいては経費不足であるという意見もあった。

一般に森林公園は自然の山野・地形を利用して造られたものであり，高低差が大き

かったり，屋外道路も舗装されていない場合が多い。しかしながら，森林公園もそれ

ぞれの立地条件に合わせ，関係者の参画のもと，身体障害者等にふさわしいコース・

設備のバリアフリー化を図ることが求められる。例えば，駐車場からセンターハウス

へのアクセスをバリアフリー化し，センターハウスを中心とした身体障害者等のため

のやさしい設備を基本形として整備するなどが考えられる。

③サービス面の取り組みもまた重要である。施設の案内や，盲導犬の入園，聴覚障

害者等への電話の取り次ぎ，点字パンフレットの作成など，ソフト面の整備が必要で

ある。このためには関係職員の研修，マニュアルの作成等が今後の重要な課題となる。

④さらにプログラムの準備も必要である。身体障害者等を対象とした，または参加

可能なプログラムを用意している森林公原lは極めて少ない。この面の整備も今後の重

要な課題となる。

森林公園は,自然公園や都市公1劇とは違い,それぞれの森林公園によってその開設・

管理主体が異なる。それだけに画一的な整備基準の設定は難しい。

林野庁では先に検討会を設け,｢森林複合利用施設におけるユニバーサルデザイン手

法のガイドライン」として発表した。今後これをさらに実のあるものとするためには，

ガイドラインに沿う整備を進めるための奨励・助成策が必要と考えられる。

最後に，森林公園におけるバリアフリー化の推進のためには，これにかかわる関係

者の心のバリアをなくすことから始まると思われる｡(z]

※1森林公園：本文で「森林公|刺」とは，県民の森・市民の森・いこいの森・自然

休養林など，森林と一体になっている公隙|的施設を総称するものとしている。
その数は農林水産省統計情報部の調森(H.8.12.20)の森林･施設（総合施設）

で,2,836カ所,林野庁の森林資源基本計画に関する基礎資料として調査された
森林利用施設数で2,877カ所と，全肱Iでは3,000に近い。

※2バリアフリー：身体障害者・尚齢者等，身体機能が不自由な人が生活を営むう
えでの障害を取り除くこと。近年では段差解消などの「物理的障害を取り除く

こと」だけでなく，偏見や軽視など「心の|憶害を取り除くこと」も注目されて
いる。よく似た意味で,「ユニバーサルデザイン｣があるが，これは身体障害者・
高齢者・健常者の区別なく，だれもが使いやすいデザインをすることであり，

バリアフリーだけではなく，広い意味に使われる。

※3バリアフリー実態調査：この調査は，宇都宮大学農学部森林生態・育林学研究

室石田香織さん，東京大学大学院環境学専攻自然環境コース大越美香さんの
協力を得た。これを付記し謝意を表する。
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2000年特集企画一部門ごとの100年史，先月号と今月号の2回は，わが国
林政・林業の歴史を色濃く反映してきたく造林＞の100年を見ていきます。

特集20世紀の森林･林業●Ⅳ造林⑧ 、

20世紀における造林の歩み(巳）

杣日本林業技術協会技術指導役

はちやきんじ

蜂屋欣二
＜20世紀における造林の歩み(1)＞として先月

号で世紀前半の造林について概観してきたが，こ

こでは世紀後半の造林の歩みをたどってみよう。

20世紀前半では明治後半の社会経済の近代化

や幾多の戦乱の影響を受けて造林の歩みにも大き

な変転があったが，世紀後半でも林業活動は敗戦

後の社会・経済の混乱や復興，繁栄と停滞そして

国際化などの影響を強く受けて変遷を重ねてきた。

敗戦（1945年）以後の造林の歩みは大きくは4

期に分けられよう。すなわち第1の時期は戦後の

約10年間で,混乱から立ち直り荒廃した森林を復

興した時期である。次いで，戦後が終わり経済の

高度成長を迎えた1950年代後半から1960年代の

ほぼ15年間が第2期で,人工造林,特に拡大造林

の全盛期である。第3期は1970年代から1980年

代前半に至る15年間で,安定成長に減速した経済

の下で林業経営の停滞が顕在化し，造林活動も低

下していった時期で，森林の公益的機能や自然保

護の重要性が再認識されていった。そして第4期，

1980年代後半から1990年代にかけての15年間

は，地球環境問題における森林の役割が強調され，

持続可能な森林経営のための国際的合意形成が図

られていった時代で，国内林業の新たな整備も進

められていった時期である。

戦後の復興造林

敗戦後の日本は海外領土を失って1型l土而積は

46％に縮小し，森林面積も45％の2500万haに

減少した中で，戦時中の過伐，乱伐による荒廃し

7）国土緑化推進委員会：国土緑化運動15年，1965

た森林の復旧と戦後復興のための木材増産とを同

時に抱えた厳しい状況に置かれていた。

（1）戦後の森林荒廃

20世紀前半では造林活動も治山治水事業も活

発に進められ，安定した国土保全状況にあったが，

大戦に突入して造林や国土保全の事業が停滞する

反面，木材生産が急増し立地のよい里山地帯に伐

採が集中し，国土保全上からも危険の状態に達し

ていた。

戦後の数年間は社会・経済の混乱が続き，造林

と伐採の不均衡は戦時中よりも増していった。そ

の結果，戦後の1949(IE24)年には造林未済地は

150万ha(国有林30万ha,官行造林4万ha,民

有林116万ha)に達し，さらに崩壊地などの荒廃

林野も28万haと増大し，荒廃へ移行中の林野も

23万haとなり，まさに明治前半の国土の荒廃状

況に逆戻りしたといわれる刀。これらの森林の荒

廃は戦後に頻発した洪水や土砂災害の誘因ともな

り，国土の復興造林が強く叫ばれてきた。

（2）復興造林の歩み

荒廃した森林の復興は戦後直ちに計画され，森

林資源法（造林証券による造林費の補助）の施行

や造林長期計画の策定，水源林造成事業の開始な

どによって進められたが，戦後の混乱で十分の成

果は上がらなかった。

戦後の経済復興は朝鮮戦争（1950～53年）の特

需によって軌道に乗り，森林復興も木材統制の廃

止，木材需要の拡大，材価の上昇さらには対日援

助見返り資金の導入，造林融資制度の確立などに

林業技術No.6972000.4-⑰



よって活発化していった｡さらに1950年の造林臨

時措置法（緊要な造林未済地への強制造林）や森

林計画制度の制定も造林活動への国家的規制と助

成・指導を強めていった。また植樹祭をはじめと

する国土緑化の全国運動も国民の関心を盛り上げ

るのに大きな貢献をした。

これらによって1950(昭25)年より年間人工造

林面積も30万haを超えるまでに急速に回復し，

1954(昭29)年には43.2万haという現在までの

年間造林面積の最高記録を出している。このよう

な造林活動によって植伐の不均衡は縮小し，

1956(I1H31)年には造林未済地をすべて解消する

にいたった。

林業生産における民有林の役割は戦後になって

高まってきたが，復興造林においても民有林が主

役となった。また戦前の民有林活動は大面積所有

者を中心とすることが多かったが，この時期の民

有林造林の担い手は20ha未満の中・小規模所有

者層であった。農地改革により活性化した農民層

の家族的経営という性格で，その後の各地の新し

い林業地形成の基礎ともなっていった。

一方国有林は戦後の林政統一による再編や企業

会計による独立採算制への移行，新たな経営計画

の策定などもあって，戦後の造林活動は民有林よ

り一歩遅れた感がある。しかし1951(昭26)年以

降は国有林経営は黒字となり，造林活動も活発化

し1951～55年の5年間の平均年間人工造林面積

は4．4万haと早くも戦前の水準を超えている。

造林技術の研究・開発も戦後直ちに再開され，

復興造林の進展に合わせて発展していった。戦前

からの研究成果も集大成され，戦後の刊行事情の

回復とともに多くの専門書，技術書として刊行さ

れ，造林技術の向上，普及に大きく貢献した。

また新たな造林技術の開発としては適地適木の

判定技術，育種技術，種苗生産技術，植栽・保育

技術など造林復興に直接関係する分野が取り上げ

られ，機械化や林道の技術とともに活発な研究が

進められていった。また造林技術の基礎となる樹

木生理学や森林生態学，立地環境科学などの研究

も定着していった。

8）山口夏郎：パイロットフオレスト，林業技術，696，2000

⑬一林業技術No.6972000.4

特に適地判定技術につながる森林土壌の研究は

戦前からの成果を土台として発展し，戦後まもな

"1947(11召22)年に国有林野土壌調査事業として

開始され,1954(H召29)年には民有林適地適木調

査事業として拡大し，復興造林や次の拡大造林に

大きく貢献していった。またこの年には精英樹選

抜による育種計画も実施に移されていった。林野

庁がこれらの基盤的な調査研究事業を戦後の混乱

期にいち早く実行に移したことは，造林復興さら

には日本の林業復興への積極的姿勢を強く打ち出

したもので，これらの事業の成果ともども大きく

評111iしたい。

拡大造林の展開

わが国経済の復興は順調に進み,戦後10年にし

て基幹産業は戦前の水準以上に回復し，一次産業

の農業生産も戦前の水準を超えていった。その後

も神武景気，岩戸景気と呼ばれた好況を続け，国

民所得倍増計画（池田内閣，1960）の実現に向か

って高度経済成長の政策が推進されていった。

林業においても戦後復興の目標であった造林未

済地の解消を1956年に達成した後,さらに発展す

る日本経済に対応するため，林業基本法（1964）

を軸として林業振興が図られ，増大する木材需要

を背景として森林の生産力増強のための施策が打

ち出されていった。造林の目標も資源維持の再造

林のレベルから，天然林の林種転換による積極的

な拡大造林へと転換されていった。

（1）拡大造林の進展

1950年代後半から1960年代にかけてのほぼ15

年間は人工造林の全盛期であり，年間の人工造林

面積も35～40万haのレベルに達したが，その

75～80%程度は拡大造林で，奥地天然林や二次

林，里山薪炭林の林種転換によっている。なお前

期の復興造林では全造林面積の70～80%は天然

更新であったが，この期に入ると天然更新は激減

し，人工造林一辺倒となっていった。北海道道東

のパイロットフォレストの造林（1957，昭32）は

まさにこの時代の拡大造林の象徴とも考えられ

た〃。



1960年代に入ると木材価格は急騰し，経済成長

への悪影響が懸念され，材価安定が国家的に要請

された。1961～62年にかけての緊急対策として国

有林の増伐，民有林の増伐指導，外材輸入の|荊始

などが措悩された。これによって材{illiは安定して

いったが，木材需要の増大は続き国有林の増伐と

外材輸入は継続されていった。特に需要増大を一

手にまかなう外材輸入は急増して，1970年には全

需要の50％を超えるまでになり国産材の自給体

制は崩壊し，外材主導の供給体制へ転換していっ

た。

1960年代は高度経済成長のあおりを受けて一

次産業には衰退のかげりが現れ，特に林業では農

山村人口の流出，労賃の高騰，外材インパクト，

燃料轆命による薪炭産業の崩壊などによって林業

経営の沈滞が起こってくる。

造林活動においても,私有林では早くも1961年

をピークとして造林面積の停滞，下降が見られて

くる｡私有林の造林の担い手は復興造林の時代か

ら中小所有者が主体となっていたが，林業経営の

不振とともに大所有者層への移動が目立ってくる。

拡大造林期の後半では，私営造林を支えるものと

して造林公社などの公的機関による分収造林や森

林開発公団の水源林造成，森林組合の委託造林さ

らには団地造林などの諸制度が始められてくる。

拡大造林期の民有林の人工造林は，前半では年

間30万haレベルで続けられるが,後半には漸減

する。しかし,1960年代末期でも26～27万haの

レベルが維持されていた。

一方国有林では戦後経済の発展に合わせ，経営

の近代化と木材増産体制の整備を進めてきたが，

1954(11B29)年の北海道大風害の処理も契機とな

って1957('眉32)年国有林生産力増強計画が策定

され，人工林の拡大，育種，肥培等の導入による

短伐期化などを促進していった。しかしさらに材

価安定のための臨時措置が加わり,1961(II|召36)

年新たに国有林木材増産計画が樹立された。この

増産計画では密植，育種，肥培，植栽・保育など

の技術を集約投入し，林道整備，機械化などを図

って，将来約20％の収穫増加を予測し，それを見

込んで現実の成長雄の1．8倍にも達する収稚量を

決定している。

この計画の実行によって国有林の増伐は加速し，

奥地林開発と短伐期化が促進され，それを追って

の拡大造林が積極的に進められていった。年間の

人工造林は7～9万haとなり,1950年代前半の

ほぼ2倍に達したが,その80%は拡大造林であっ

た。

さて材価安定のための緊急増伐は当時の林力を

超えたものであったが，国家的見地から短期間，

臨時のものとしてはやむを得なかったと思われる

が，この措憧で速やかに材{llliの安定が図られた後

も1960年代末期まで|到有林の増産体制が長く続

けられたことには問題が多かった〃。

これらの増産計画については，技術革新による

将来の成長堂を先取りして保続計画を考えたこと

について，またその技術革新の効果を過大に見積

もったことなどについて多く批判”があったが，

生産力増強の名分によって強行されていった。

しかし計画の進展により増伐は実行されていっ

ても，それを補う造林や施業の成果は十分に発揮

されなかった。拡大造林地での人工林や天然更新

の成績不良地の増加や国有林の組織・要員の肥大

化などによる財務悪化などもあって国有林の蓄積

内容は急速に悪化の一途をたどっていく。

また造林技術や施業技術の面からもこの時代は

針葉樹単純一斉林の短伐期施業が主流をなし，国

有林ではさらに，大面秋施業が普通となり，その

後に問題を残すことともなったが，大部分の造林

地は順調に成長して,将来の資源として21世紀に

引継がれるものと期待される。

（2）拡大造林と技術開発

木材増産と拡大造林のこの時代では，林業生産

の各分野において技術革新が強く期待され，造林

をはじめ森林調査，機械化，林道などの生産の基

盤技術の開発は活発に進められた。ことに造林技

9）秋山智英？木材増産指向期の国有林経営，林業技術，581,1990

10）例えば嶺一三：森林経理学は無用になったか？，林業技術，177，1956

四手井網英：造林技術のあり方，林業解説シリーズ，114，1958

坂口勝美：森林施業の過去を顧みてこれからの在り方を考える，林業経済，481，1988
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術では木材増産計画で取り上げられた密植，育種

肥培，除草剤，造林機械化などの分野の技術開発

が重点的に推進されていった。

なかでも適地判定や成長予測，密度管理，育種

などの技術は着実に発展して現在の造林技術の基

盤となっているが，経済性や環境保全などに問題

があって十分に定着しなかった肥培，除草剤，て

いねい造林などの技術も多かった。拡大造林を支

えた技術の展開の一端が渡邊によって先月号に報

告されている〃ﾉ。

拡大造林が造林経験の乏しい高寒冷地帯や豪・

多雪地帯へ進展するにつれ，これらの地帯におけ

る人工造林技術や天然林施業技術の確立が急がれ

ていった｡拡大造林は20世紀初めの国有林特別経

営による大造林によく比鮫されるが，造林技術，

特に育苗，適地判定，保育などの基礎技術が発達

していたため，拡大造林では特別経営に比べても

不成績地の出方は少なかった。しかし造林限界を

判断するに必要な山地の気象学的知識が不足して

おり，高寒冷地や豪雪地の造林限界地付近では多

くの不成績地が出現し，雪害，寒害などの原因究

明が進められた。造林不成績の原因は単一の要因

だけでなく，気象・土壌条件から樹種特性，病虫

獣害，施業の方法や集約度などが総合的にかかわ

っている。したがって，カラマツ林不成績原因調

査などのように原因解明にも造林だけでなく多く

の分野が参加した総合研究調査が行われ，事業部

門の協力を得て成果を上げた事例が多い。

特にこの時期の後半となると一時軽視されてき

た天然林施業法が見直され，奥地林の漸伐施業や

母樹保残法などの天然更新技術の開発が発展して

いった。

またこの時代では森林生態学，特に森林の物質

生産や物質循環の研究が進展し，森林生態系の解

明と造林技術などの森林管理の技術開発の基礎を

支えていった。

新たな施業への転換

1970年代に入ると高度経済成長のひずみはよ

り深刻化して，農山村の過疎と都市の過密とが進

行し，産業公害と環境破壊などによる国民生活環

境の悪化が顕在化し環境問題への基本的対策が求

められ，環境庁の設置（1971）へとつながってい

く。また世界の経済構造の変化もあってわが国の

経済は高度成長から安定成長へと減速していった。

こうした中で林業の生産活動も奥地林などの粗

放な施業での自然破壊や景観破壊が強く批判され，

木材増産から公益的機能の重視へと国民の期待が

移っていった。

これらの陸|民的要請を背景に森林資源基本計画

を1973（昭48)年,1980(1I召55)年と改定し，従

来の木材生産に偏した計画から，森林の多而的機

能を重視した資源計画に転換していった。造林目

標も人工林面積1,239万ha,人工林率49%と引

き下げられ,また造林の進度も遅らせてきた｡1970

年代から1980年代前半までの15年がその転換期

に当たろう。

国有林は停滞する民有林の生産活動に代わって，

とりわけ木材増産に傾斜して大面積施業を進めて

きたので，多面的な公論的機能への配慮が不十分

な面も多かった。自然破壊や環境保全の面からの

厳しい批判を受けて大きな施業の転換を迫られた。

1972（昭47）年国有林は“新たな森林施業”へ

の転換をスタートさせ,収稚量を10％減少させる

とともに皆伐伐区の縮小，分散，保護樹帯の拡充，

環境の厳しい地帯での天然林施業の推進など，自

然や環境へ配慮したきめ細い施業の実施に努め，

貴重動植物の保護，森林浴などの保健休養やレク

リエーション利用などの整備を推進していった。

これによって国有林の皆伐は大|胴に減少し，択伐，

漸伐，禁伐が拡大され，伐採域も大幅に縮減され

ていった｡さらに1970年代よりI型l有林の深刻な収

支悪化もあって，造林事業は急速に縮小されてゆ

く。

一方民有林の生産活動はすでに1960年代後半

から停滞し始めてきているので，施業も集約的で

伐区も小さく分散しており，国有林の大面積施業

に比べ自然破壊の批判を受けることは少なかった。

しかし里山地域や都市周辺では農地化，宅地化，

ゴルフ場造成や土石採取などによる林地開発が進

11）渡邊定元：生産力増強計画と林業技術，林業技術，696，2000
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んだ。1969年からの5年間で民有林では5万ha

の林地が減少するなど，特に大都市に近い地域の

森林の乱開発が問題とされた｡このため1974年林

地開発許可制度が制定され,1ha以上の民有林

開発の規制が行われ，乱開発は沈静化していった。

この時期は民有林，国有林ともに経営が悪化し

ており，造林活動も停滞していく。年間人工造林

面積は1971年34.7万ha(内民有林15.6万ha)

であったものが，15年後の1985年には10.6万

ha(内民有林8.1万ha)と1/3以下に急減してお

り，減少の傾向は国有林のほうが著しい。なお全

|誰|の人工林面積は1980年代前半に1,000万ha

の大台を突破するが，その後は横ばいの状態を続

けていった。

これまでの造林の動向から見て，人工林の齢級

配置は除・間伐を必要とする若齢林に集中してお

り，除・間伐の手遅れ林分も多く出現してきた。

間伐の推進は地域林業の大きな経営問題となって

きている。間伐促進のためには多くの施策がとら

れており，除・間伐も本格的に補助されることと

なっている。

育林問題に社会の関心を向け地域の林業発展を

支えるため，植樹祭に加えて，1977（昭52）年よ

り全国的緑化運動の大きなイベントとして育樹祭

が開始されたことも，拡大造林が一段落し今後は

育林へ向かう時代となったことを象徴していると

見ることができる。また民有林や国有林における

分収育林制度の制定（1983～84）も育林時代を支

える施策の一つとなっていった。

この時期における造林技術の開発では，拡大造

林時代から引き続く生産力向上技術や省力技術の

研究・調査が進められている。しかし除草剤適用

技術のように公害問題でその利用が局限されたり，

肥培やていねい植えのように経費と効果の面から

一般化しなかった技術も多い。密度管理技術は各

地域ごとに保育形式を確立するうえで大いに貢献

してきた。

“新たな森林施業”の技術としては，天然林施

業法が稗検討され，ブナ，ナラ，カシ，カンパな

どの広葉樹林の施業や高寒冷地の針葉樹林の漸伐

作業などの研究成果が地域ごと施業指針としてま

とめられていった。また複層林，特に二段林の施

業技術についても多くの研究と実験が行われてき

ている。風致施業も今後の重要な課題として開発

されつつある。

さらに森林生態系の解明といった基礎的研究も，

生態学の発達とともに活発に行われていった。森

林の多様な公益的機能の実態の解明と機能の高度

発揮のための施業法の検討も着実に進んでいった。

なお森林の公益的機能を計量的評価する手法はま

だ十分ではないが，代替法による評価の試みは社

会に対して森林の公益的機能の重要性をアピール

するには役立った。1972年現在で水源かん養など

6機能合計12兆8千億円と算出されている。

持続可能な森林経営へ

木材増産と拡大造林の施業は1980年代の前半

から環境保全などの公益的機能を重視する施業へ

と転換していった。1980年代後半からの20世紀

最後の15年では,この新たな施業を定着させるた

めの森林整備が進められていっている。

森林の整備の目標と方向を定めるのは森林資源

基本計liliiであるが,1987(昭62)年，前計画(1980)

を改定して，多様な森林づくりによって木材供給

とともに森林の持つ諸機能の多面的発揮を図ると

いう整備方向を示している。すなわち人工林の目

標面積をさらに引き下げて1,150万ha(人工林率

45％）とし，天然林を増加させ，また複膳林や育

成天然林を増し，人工林の伐期の多様化，長期化

によって多様な森づくりを進めるとしている。

この時代には，総理府の「森林・林業に関する

世論訓査」等に見られるように，水土保全や自然

保護などの公益的機能の発揮への期待が，木材生

産への期待よりもはるかに高くなっていった。こ

れに対応して国有林では保護林制度の拡充(1987）

が図られ，全国的に大規模な森林生態系保護地域

の設定が進められていった。

地球嚥境問題や世界経済の中での森林の重要性

が認識されるにつれ，森林経営に対する|到際的討

議が活発化していった。

1992（･､F4）年の地球サミットと呼ばれた国連

環境開発会議で，地球温暖化，酸性雨，熱帯林の

減少と砂漠化，森林と生物多様性などの地球環境

問題に占める森林の重要性が強調され，森林の取
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表森林資源整備の目標（1996）

り扱いについて初めて世界的合意が得られた。こ

こで森林は「現在と将来の人々の社会・経済的，

生態的，文化・精神的なニーズのために持続的に

経営されるべき」と規定され，その持続可能な森

林経営のための基準や指標づくりが国際的に進め

られている。すでに熱帯林問題でこの理念が討議

されてきており，持続可能な森林経営という理念

を世界のすべての森林経営に拡大していったもの

である。各国の森林経営も単に自国だけの問題で

はなく，国際理念である持続可能な森林経営に向

け木材生産一辺倒でなく，健全な森林生態系の持

続を重視してゆく必要があろう。

特に開発途上国などでは森林の減少，劣化が深

刻であり，森林の維持，造成についてのわが国の

協力はすでに政府レベルやNGOレベルで活発に

行われているが，今後ますます拡大することが望

まれている。

さらに最近の林業を取り巻く状況の変化に対応

し，森林に対する多様なニーズを満たし，さらに

は国際的にも強調されている「持続可能な森林経

営」を具体化するため，1996（平8）年う森林資

源の基本計画の改定が行われた“・

わが国の森林整備は戦後の復興造林以来，量的

な造成の段階を終え，健全で多様な森林の育成と

維持・循環を進める質的充実の段階に入っている

と思われるが，この計画では，水土保全，森林と

人との共生，資源の循環利用の3つの方向からの

森林整備を特徴として推進される。計画の整備目

標は表に見るとおりで，これまでの植栽の有無に

よる人工林，天然林の区分を離れ，育成林と天然

生林に分けている。この計画での整備方向ごとの

対象面積は，「水土保全｣約1,260万ha,「森林と

人との共生」約560万ha,「資源の循環利用」約

700万haとなっている。

育成複層林は育成単層林への広葉樹の導入によ

る混交林化を含めて，森林全体の約2割まで拡大

するが，逆に育成単層林はかなり減少する。森林

蓄積は総蓄積でも,ha当たりでも増加し，質的充

実が図られており，木材供給への対応とともに，

目標とする森林資源の状態

17年27年37年

指向する森林

資源の状態
区分 平成7年

恥
録
翻
郭

穫
評
議
認
謂

面

鶴8

532

1,102

2,522

1.011

274

1,237

2,522

７
４
１
２

５
０
６
２

９
４
１
５
１
２

1.043

68

1,409

2,520

1,041

161

1,320

2.522

蓄積

総蓄積百万m3

ha蓄積m3

4,3104.440

171176

０
４
３
８
６
１
４3,483

138

3,970

157

成長量年当たり

総成長量百万m3

ha成長量m3

74

2．9

91

3．6

84

33

76

30

79

3．1

地球温暖化にも貢献しよう。

以上の計画は近年の森林に対する社会の期待を

取り入れており，今後の森林経営の基本計画とし

て役立つと思われるが，現実の造林活動を見ると，

1997年の人工造林は約3．8万haと世紀初頭の年

間約10万haというレベルの1/3近くまで低迷

している。このような林業不振の中で以上の計画

を達成することは容易ではない。地域の特性に応

じて，地域住民の合意を得た具体的計画と整備が

必要であり，国有林，民有林を含めた森林の流域

管理システムや市町村森林計画などを活用しつつ，

さらなる施策の展開が不可欠であろう。また国有

林の抜本的改革の成功が望まれる。

20世紀の造林の歩みを2回にわたって概観し

てきた。筆者の力不足によって平板な記述となり，

年表代わりにもならなかったのではないかと恐れ

ている。林業史，造林史についてはすでに多くの

著述があるが，今回主に利用させていただいた文

献を次に掲げて特に謝意を表したい。

1．日本林業技術協会：林業技術史第3巻，1973

2林政総合協議会編：日本の造林百年史1980

3．船越昭治：日本の林政・林業，1981

4．大日本山林会編：日本林業発達史，1983

12）津元頼光；「森林資源に関する基本計画並びに重要な林産物の需要品及び供給に関する長期見通し｣の改定について,林

業技術，659，1997
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特集20世紀の森林･林業●Ⅳ造林⑧ ，

針葉樹の天然更新作業法の変遷
－特にヒノキの更新技術を中心として

ﾊｲﾄｶﾙﾁﾔ株式会社会長塗鼻起星
赤井龍男（元･京都大学助教授）

昨，1999年，『三浦実験林30年のあゆみ－木曽

ヒノキ更新技術確立への挑戦とその成果一』が中

部森林管理局（元･長野営林局）から刊行された。

御徹山の南西中腹，元・王滝営林署管内の三浦国

有林に,わが国でも例を見ない420haに及ぶ大規

模な実験林が設けられたのは1966(I1召411)年のこ

とであった。当初から事業的規模での各種の実験

計画にかかわり，天然更新試験の調査を担当する

ことになった私にとって，三十年有余続けた木曽

ヒノキの更新，子育ての記録は，森林の再生の仕

組みを知る貴重な教材となった。

今回「特集／20世紀の森林･林業」の中で，天

然更新作業法の流れを書くよう強く依頼されたが，

明治以来，この100年間に各地で試行された針葉

樹天然更新施業の多くの事例を，限られた紙数の

中で回顧することは無理であり，また，私にはそ

の知識もない。本企画は本世紀における森林・林

業の史的展開より，むしろ問題点の総括と新世紀

への技術の継承にあると理解するので，冒頭に紹

介したヒノキの天然更新を中心に私見を取りまと

めてみたい。

■歴史は繰り返す一天然更新の盛衰■

今世紀における天然更新施業の史的経過につい

ては,文末に挙げた書籍)-4)のほか,多くの文献に

紹介されている。さらに，今回の特集で蜂屋欣二

氏が「20世紀における造林の歩み」にわかりやす

くまとめられている。詳細はそれらの諸諭に譲る

が，天然更新施業の盛衰には共通した時代の背景

がある。すなわち，深刻な不況，造林不成績地と

崩壊の多発は天然更新を台頭させ，未熟な天然更

新技術による更新不良は衰退を招くことになる。

例えば大正末から昭和の初期にかけての国有林

は，不成績造林地の増大，緊縮財政による人工造

林の停滞と，ドイツの恒続林思想や自然回帰の潮

流に迎合し，特に，青森，秋田，大阪，高知など

の営林局で択伐天然更新施業が強力に推進された。

一方，御料林においても，特に木曽谷における不

成績造林地や崩壊地の多発から，択伐施業が積極

的に取り入れられるようになった。

しかし，主としてドイツで確立された択伐，漸

(傘)伐，画伐等の森林作業法を，気候，地形，植

生等自然環境の著しく異なるわが国に，多くは伐

採法のみを導入した結果，大半の，特にスギ，ヒ

ノキの天然更新施業地は期待したほどの成果を上

げることができず，第2次大戦を迎えることにな

った。そして戦後は一転し，大面積皆伐，一斉造

林時代へ移っていくのである。

20世紀末の現在，長引く深刻な林業不況，それ

に伴う労務事情の悪化による造林の停滞，放棄，

さらに加えて国有林の未曾有の財政悪化等，昭和

初期と類似の様相となった。一方，林業の外側か

らは環境保全，生物多様性の確保等を要望する世

論がトーンを高めつつあり，かつてのドイツにお

ける自然回帰の流れに似てきた。

歴史は繰り返すという。「金がないから｣は本質

を外れることであるが，せつぱ詰まった経済事情

の打開のための省力，低コスト化を底流に，環境

保全を指向した森林造成を錦の御旗に天然更新が

台頭する機が熟しているといえよう。

■生かされた天然更新施業■

天然更新技術の開発，確立には，目的樹種の生

育特性に応じた長年月にわたる森林作業法の適用

試験と，継続した情報の収集が不可欠である。前

述のように昭和初期までの天然更新の試みはほと
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んど日の目を見なかったが，主として天然更新を

目的とした長期にわたる施業実験林の成果が，現

在，大規模に林業生産の現場に適用されている事

例を2つだけ取り上げておく。

北海道のエゾマツ，トドマツの更新については，

東京大学北海道演習林における「林分施業法」に

基づく経営実験が1958(H召33)年に，北海道道有

林北見経営区における置戸照査法試験林が

1955(11W30)年に，北海道大学中川地方演習林の

照査法試験林が1967(IIH42)年に設定され現在も

継承されている。詳細は諸文献3)-5)に譲るが,中川

演習林を除き，択伐による天然更新はそこそこ良

好のようである。

この択伐技術は，北海道森林管理局内，特に十

勝東部森林管理箸（元・足寄営林署）はじめ道東

のI型I有林で，あるいは民有林では住友林業紋別山

林事業所山林等で事業化されている。

しかし，北海道における天然更洲匝業の最大の

問題はササの制御であろう。更新を伴わない択伐

はありえない。_l二に挙げた試験林や択伐施業林に

は更新不良地が各所に見られる。21世紀に向けて

三浦実験林で行われたササのコントロール法等の

新技術を導入されるよう期待したい。

昭和の初めから長期にわたる大規模な実験施業

を行って択伐天然更新技術を確立し，経営的に成

功した典型的な事例は青森のヒバであろう。松川

恭佐氏の提唱した「森林構成群を基礎とするヒバ

天然林施業法｣6)に基づくヒバ施業実験林が，

1931（昭6）年，東北森林管理局青森分局管内の

元･増川営林署に196ha,元･大畑営林署に222ha

設けられ，現在も択伐を主とした実験施業が続け

られている。青森分局ではその成果から択伐基準

を定め，1999年現在，水源かん養施業群では約

14,900ha,資源循環利用生産群では約13,000ha

を対象に，ヒバの単木択伐施業を行っている。ち

なみにヒバの年伐量は約100,000m3となってい

る。ヒバという耐陰性が高く伏条更新も容易な樹

種の特性をうまく取り入れ，長期にわたる択伐天

然更新試験の成果を現場の事業に定着させた貴重

な事例として高く評価できよう。

⑭一林業技術No.6972000.4

■埋もれた天然更新施業■

1920年代から1930年代にかけての天然更新論

全盛期に実施された天然更新試験地や，択伐，漸

(傘)伐等による施業林は全国に数えきれないほど

あったようである。しかし，それらのほとんどは

更新の不良も重なって日の目を見ることもなく忘

れ去られた。ただ，施業として引き継がれている

陰樹の代表例は前述のヒバ択伐施業であり,1場樹

の代表はアカマツの保残木施業（母樹法）である。

アカマツの天然更新技術は帯状皆伐法も含め，ほ

ぼ確立しているが7>，マツ枯れ等の影響もあって

現今の施業地は著しく減少している。しかし，こ

の技術は衰退傾向にあるクロマツ海岸防風林に適

用すべきであろう。

当時の埋もれた多くの天然更新施業試験をここ

で取り上げることはできないが，ヒノキについて

2，3紹介しておく。ヒノキの択伐.といえば木曽

の御料林がまず挙げられる3)｡1930年代中期以降，

大規模な単木択伐施業が実行され，娘盛期には施

業林面積の85％にも達したようである。しかし，

全般的に天然更新が不良であったため，三殿，瀬

戸川等の成功事例は埋もれたまま，群状択伐から

小面積皆伐へ，さらには林政統一後の大面積皆伐

造林へと移行していった。ただ，神宮備林は現在

も択伐を続けているが，全体的には天然更新は不

良である。

旧高野山国有林14林班(現在金剛峯寺山林）に

は,寺崎渡氏の指導で設定された択伐作業収穫試

験地が今でも残されている｡iili穂は約0.3haであ

るが，ヒノキ，コウヤマキ等の混交した天然林を，

1919(大8）年,50％択伐し,2×2mの調査プロ

ットを93個設け，更新の進行状態が調べられた。

択伐後60数年を経てヒノキ,コウヤマキとも見事

に成林している8)。択伐といえば20%台の伐採率

が普通であるが，強度の択伐を行い更新を成功さ

せた寺l崎氏の卓見に温故知新の重みを学んだもの

である。しかし,この成果も日の目を見ることなく，

高野山国有林の天然林は姿を消してしまった。

このほか，古くは熊本の金峰山国有林における

ヒノキ傘伐天然更新林（現在2.25haを保護林に



編入),高知の魚梁瀬北亀谷山国有林における択伐

施業林，兵庫の書写山国有林の間伐試験地等があ

るが4，9)，良好な天然更新の成果は，その後の事業

にはほとんど生かされなかった。

国有林の施業対象地域の変更により，天然更新

施業の成果が埋もれてしまったものもある。例え

ば，亜高山地帯における施業技術の開発を目的と

して，1960年代に始められた長野の八ケ岳国有林

緑ケ池と，川上国有林における帯状皆伐更新試験

の成果は,1,800m以下に施業対象地が引き下げ

られた結果，適用する場を失ったのである。

上述のように，諸般の事情で埋もれてしまった

天然更新施業や試験の成果は多々あろう。しかし，

長い年月をかけて得られた試験の結果は，たとえ

失敗の事例であっても，それは貴璽な教材である。

ぜひ，これまでの施業林や試験地の経過を再調査

し,その記録を21世紀にIIWられるよう関係者の努

力に期待したい。

■天然更新技術の流れ■

1920年代，恒続林思想の導入以来，天然更新に

ついては択伐施業が主流となった。しかし，ヒバ，

エゾ・トド等を除き，‐ド隅植生の繁茂するわが国

では更新は著しく困難であった。確かに天然更新

技術は理論的にも光の制御技術といえるが，上木

の伐採法のみで目的樹穂の更新に最適の光条件を

与えたとしても，林冠の再閉鎖の過程でその条件

は変化するほか，他の下層植生の繁茂を制御する

ことは至難のことである。

最近の研究成果では，特にヒノキの天然更新に

関しては，更新に最適な林床の光条件は親木と下

層植生の両者の組み合わせによって創生するのが

技術的にも容易で難ましいと結論された。したが

って，両者のコントロールを適切に行えば，連続

層林に誘導する集約な単木択伐より，伐採率のよ

り大きい漸（傘）伐，帯状あるいは群状皆伐もし

くは択伐，母樹法等の作業法が効率的で確実な更

新法であると実証された'0'!')。

一方，古くから天然更新には不可欠として，地

表かき起こし等の更新補助作業が試みられた7，12)。

落葉，粗腐植の堆横は稚樹の乾燥害を招くとして，

また，菌害を回避するためとしてこれを除去した

のである。その結果，雨滴による掘り起こしで稚

樹が枯損し,更新を阻害した事例が多かった'1)｡枝

ごと落下するスギの落葉は光不足をもたらし稚樹

の生存を阻害するので，部分的に除去するのが好

ましいが，播種床における敷わらと同様，特にヒ

ノキの場合は雨滴障害を防ぐ落葉枝の役目は大き

いことも最近明らかになった。厚い粗腐植は林床

に光を与えて分解を促進すればよいのである。

一方，林床植生の除去も必要な補助作業とされ

ているが，潔癖な除去は雨滴障害を増||厨させるほ

か，帯状皆伐，母樹法等上木がない更新面では，

乾燥害，凍害等を受けやすい。それゆえ，下屑植

生の適切なコントロールが重要な仕事なのである。

地表のかき起こしや潔癖な下刈りを行い，畑地

の苗床のようにびっしり稚樹を成立させようとす

るかつての更新補助作業は，まさに農業的発想で

ある。ヒノキの場合,豊作年には何とha当たり数

千万粒のタネを散布しているが，厳しい自然の中

で発芽した稚樹が生き残る確率はきわめて小さい

ので，子孫を残すためのタネの遼産は決して無駄

な営みではなく，これが親木の強力な再生力であ

るとの理解が，新たな更新技術の開発のためにぜ

ひ必要である。

■自然の再生力を生かした

多様化森林の世紀へ■

これまでの，特に昭和初期の天然更新施業は人

工林と同様な単純林の造成を目標にしてきたと思

われる。そのため，前述のように，集約な腱業的

技術が至る所で試行された。19世紀を迎えたドイ

ツでは，｜､ウヒ，モミの皆伐一斉造林による単純

林が増加するにしたがい，各種の弊害が顕在化し

た結果，現今の環境保全と同様，自然に帰れとい

う声が高まり，それに呼応して天然更新による各

種の森林作業法が編み出され，皆伐を反自然とし

た合自然的な天然更新施業が今世紀初頭から各地

に取り入れられていった。しかし，近年の経済性

指向の高まりとともに，非皆伐施業地にもトウヒ

単純林を増加させた結果91990年冬，大風害を受

けることになった。歴史は繰り返すというが，今
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ドイツの森林官たちは，かつて先人の打ち立てた

真の合自然的森林施業を継承すべくナラ等との混

交林造成に取り組みつつある。

ドイツばかりかスイス，北欧や北米の西海岸，

東北部（主としてメーン州）でも，針葉樹の天然

更新施業が広く実行され，種多様性の豊かな混交

二次林が造成されている。なぜ，日本の林業に天

然更新施業は定着しないのか，1991（平3）年か

ら5年間，林野庁の依頼調査で欧米各国の林業に

接した結果，これはどうも技術の発展過程の違い

に起因しているように思う'3)。詳しくは平成3～

7年度・多様化森林造成技術開発調査報告書（林

野庁造林保全課）を見ていただければと思うが，

もともと日本の林業，特に育林技術は田畑の栽培

⑯－林業技術No.6972000.4

写真①

長野県旧王滝営林署管内三浦実験林632林

班の帯状皆伐天然更新試験地における塩素
酸塩剤散布後30年目の更新状態。全面に更

新したヒノキにウダイカンバ，ミズナラ等の
広葉樹が15％ほど混交して成林した。

写真②

同。636林班の群状母樹法天然更新試験地に
おける設定後30年目の更新状態。落雷，風

倒により残存母樹は少なくなったが,樹高4
m以上のヒノキがほぼ全面に更新し，広葉
樹も20％ほど適切に混交して成林した。

手法をそのまま農家の裏山へ，そして奥山へ持ち

込み体系化されたものといえるので，天然更新技

術は外国に見習うしかなかったであろう。

しかし，時代は環境重視へ急速に転換しつつあ

る。林野庁の依頼で国際緑化推進センターを通じ，

現在私たちが検討している「生物多様性を確保す

る森林造成法」は，いずれ国の基本政策に取り入

れられるかもしれない。ぜひその方向に進むよう

期待しているが，天然更新法は基本的には自然法

則，特に自然の再生力を重視する施業法である。

それゆえ，人工林のような整然たる森林は本来で

はない。できるかぎり，そこにもともと自生して

いた天然林に近い森林，一般には多くの樹種の混

交した多様な森林の造成が目標になろう。



写真③

愛知県段戸国有林21林班の漸伐天然更新施

業地(1.56ha)における67年生ヒノキ人工
林を後伐(皆伐）した後，林内のヒノキ稚樹
が成長した16年目の状態。ここは本数調整

伐や下刈り,徐伐等の保育は全く行っていな

い箇所であるが，上層のヒノキは5mを超

え，広葉樹を15％ほど単木状に混交して成
林した。

冒頭に紹介した三浦実験林では前述したように，

試験を開始してからほぼ3()年を経過した現在,本

誌NO642(1995年9月号)にも記したが，各種の天

然更新試験地には広葉樹が20％前後混交したヒ

ノキを主とする本来の木曽山の天然生林としてほ

ぼ成林した(写真①②参照)。また，愛媛の別子山

村の住友林業山林や,愛知の段戸国有林21林班で

は，漸（傘）伐天然更新施業によってヒノキ人工

林でも,20～30年で成林させうることが実証され

た(写真③参照)。天然生林は皆伐一斉林より目的

樹種の収穫量は劣り，天然ものを目標とするなら

時間はかかるが，労働コストは自然が代替するの

で低コスト経営は可能である。また，最近各地に

増加しつつある再造林放棄地に対しても，これか

らは立木の一部を母樹として残しておけば，自生

種であるかぎり親木の再生力によっていくらかは

更新するはずであり，さらに立て木施業としての

効果も大きかろう。

いずれにしても，とりわけ多くの試行錯誤を重

ねながら，ようやくたどり着いた日本独自のヒノ

キ天然更新技術である。21世紀に向けての20世

紀からのささやかな贈り物ではあるが，ぜひ，こ

の技術を継承し，日本の林業に根づかせるよう望

みたい。
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第2回間伐推進ワークショップ開催
本年3月13日,農林水産省講堂において,第2回間伐推進
ワークショップが開催された（主催：林野庁，間伐推進中央
協議会)。当日は間伐の実施方法利活用，商品(製品)開発
などの事例9件の発表があり，特に，実証データを基にした
森林土木事業への利活用や，職能･コスト･納期･デザインJ

などでいかに顧客の満足度を高めていくかといった取り組み
が注目されだ。開会の挨拶に立った田家林野庁次長（写真）
は，管理水準の維持市町村等普及グループとの連携，市民
参加イベントの工夫など，中長期ビジョンの中で間伐をとら
える視点を強調した。

第2回間伐推進ワークショツブ

ー緊急間伐対策の着実な推進に向けて一

蝿 &
＝
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天然更新施業の流れ
－ブナを中心として

、

宇都宮大学農学部教授

たにもとたけお

谷本丈夫

■はじめに■

ブナを中心としたわが国の天然更新技術につい

て述べるためには，わが国の造林政策の変遷の論

議を避けるわけにはいかないと思います。ここで

は，ブナ林の天然更新技術をまとめる前に，わが

国の天然更新技術の考え方について江戸期から現

代までを概観し，それとの関連でブナ林の天然更

新施業の歴史と問題点を21世紀に向けて整理し

てみました。

■江戸期から明治・特別経営時代

までの造林■

更新は江戸時代にはく取立〉と呼ばれていまし

た。明暦年代（1655～57）にはi淵山藩内において

熊沢蕃山（『大学或間』)，元禄時代（1681～84）に

も『百姓伝記』などに見られるように鳥獣によっ

て天然更新を行っています。天然の取立法には職

極的にマツ類を中心とした種木（母樹）を残す，

天然生の稚樹の利用と，薪炭用材のクヌギなど広

葉樹類の取立が萌芽および伏条によって行われて

いたのです。また，山林の保続の基本である廻り

伐り，山分けによる方法が各藩で確立されていま

した。

明治維新は，このような欧米の影響を受けてい

ない，わが国独自のとも言える森林管理技術を軽

視あるいは無視し，近代的な林業として最初はフ

ランス，後にドイツの造林技術移入に努めていま

した。ドイツの技術は18～19世紀における産業革

命と欧州戦争の結果，木材欠乏に対処しようとし

た産物で，模型森林（法正林）を金科玉条とした

森林施業，針葉樹の一斉造林方式でした。これを

受けた明治政府の山林局は特別経営によるカヤ場，

マグサ場などの未立木地の一大造林を行い，単純

一斉林，同齢均斉の植栽林造成を行っています。

その結果，ドイツで問題にされていたように皆伐
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跡地の地力減退，病虫害の多発，風雨雪害の続出

など不成績造林地も多くなってきました。

■天然更新汎行時代■

19世紀末にドイツ・ミュンヘン大学のガイヤー

は立地の自然的生産力を維持増進し，自然的抵抗

性のあるような森林をつくるために，混交林に還

元すること，異齢林の状態を維持することを提唱

しています。また，1920年敗戦ドイツの世直しの

林業対策理論として恒続林施業思想が発表され，

択伐原理こそ今後の進むべき道であるとするアモ

ンのスイス林業における択伐原理などが翻訳移入

(興林会，1940)されています。特別経営による一

斉造林の弊害が顕在化しつつあったわが国の林

学・林業界は，造林資金の欠乏という経済的な理

由もあって，こぞってこれらの理論に傾倒し，択

伐による天然林の集約な利用を標梼して大正末期

から昭和10年代末まで天然更新汎行時代と呼ば

れていた時代に入ることになります。択伐を基調

とする天然更新技術が秋田のスギ林における岩崎

準次郎氏などによって盛んに研究，論議されてい

ます。しかし，ブナ林に関する研究は，稲葉広通

氏（1928)，渡辺福寿氏（1933）などによってブナ

林の成立，樹種の変遷についての先駆的な報告が

なされていますが，積極的な天然林施業について

の記録は多くありません。

ブナ天然林の施業技術の開発は，ブナ材の利用

技術開発と一体となったもので，第一次世界大戦，

大正12年関東大震災以降に木材工業製品の関心，

輸入が促進され，ブナ材の利用開発が昭和6年群

馬県法師において閼葉樹製材所力穀立され本格的

に稼働し，これを契機に第二次世界大戦の終了時

までベニヤチェスト，航空機材，兵器用材，パル

プ用材としての開発利用が促進されて来ました

(表①)。これに呼応するようにブナ天然更新の基



表①ブナ林の施業の沿革

ブナ林施業の沿革

時代区分’期間

ブナ材利用開発の沿革

時代区分’期間

ブナを主とする広葉樹の試験研究の沿革

時代区分’期間

藩政時代まで

宮民有区分

施業案時代前期

（特別経営時代）

施業案時代後期

(麓塾灘）
経営案時代

経営計画時代

地域施業計画時代

持続可能な森林経

営時代

明治初年

～明治31年

明治32年

～大正10圧

大正11年

～昭和21年

昭和22年～同32年

昭和33年～同43年

昭和44年～同63年

平成元年～現在

藩政時代

文明開化

明治後期より

好景気

昭和初期より終戦

までの不景気

終戦より戦後復興期

高度経済成長期

石油ショック以降

バブル崩壊以降

礎的研究と言える報告が急増してきます（菊池捷

治郎・1935，渡辺福寿・1938他，山林局．1938,

1942，秋田局｡1942)。ブナ林の開発を目的とした

天然更新技術の普及研修会も国有林において盛ん

に行われるようになりました（青森営林局・

1936)。ブナ林の施業は皆伐一天然生林，択伐
きようりん

喬林,前更更新作業によっていましたが,天然更

新汎行時代の貴重な調査資料と試験地は，戦時体

制のもとに森林経営が伐採に偏向した結果，資料

の散失と試験中止によって更新初期の情報を得た

だけとなり，わずかに菊池氏の皆伐一天然生林研

究などが戦後まとめられています（菊池捷治郎・

1971)。

■拡大造林と天然更新■

戦後の森林施業は，国民経済の発展による木材

需要の増大に即応して，人工林の積極的拡大を骨

子とする生産力増強計画いわゆる拡大造林政策が

昭和32年に樹立され，昭和36年にはha当たり

樹戈本数の増加，林地肥培，林木育種，植え付け

方法の改善によって将来の収瀧量を2割増加する

計画が作成されました。戦前において一時代を築

いた天然更新技術はこれに隠れてしまい，伐れば

植える時代となっていったのです。

戦争により外地の森林資源利用が期待できなく

|莉撫鰭”
薪炭・器具の柄

外国技術導入の

時代

傘の柄

国産技術の興揚期

軍需用材

利用の多飼上時代

フローリング

家具内装材

明治時代

大正初期

～昭和初期

第二次世界大戦ま
で

終戦後から

昭和30年代まで

高度経済成長期

石油ショック以降

バブル崩壊以降

明治初年

～明治45年
利用研究

大正初年

～昭和5年

利用研究

昭和6年～同20年

天然更新墓礎

昭和21年～同35年

技術開発

昭和36年～同48年
技術開発

昭和48年～同63年

平成元年～現在

新たな森林区分
保全・保護

なった戦後には，人工造林化できるところはこと

ごとく拡大造林されたといっても過言でない状態

でした。とくに老齢過熟林分とされたブナ林の樹

種更改は，木材利用を主眼に積極的に行われてい

ます。奥地での植樹造林は期待できませんが，現

に存在するブナ林，亜高山帯針葉樹林の利用はい

わゆる天然力を利用した天然更新で開発利用する

とした機運が高まり，結果的にブナを利用する口

実のために，林野庁における技術開発課題の主流

となっていました。

こうしたブナ林の利用について,｢戦争によって

荒らされた森林資源を省みて山奥なるが故に幸い

まだ残されているブナの林を仰いで，再び日本再

建のためにブナ材利用ｶ叫ばれるようになったこ

とは感慨無量である。新しい現代の歩みが戦争に

よる10年の技術的ブランクを取り戻して,やがて

ブナが貴重材としての役割を果たす彼岸に向かっ

て，希望豊かに出発することを祈る」と斉藤美鶯

氏(木材工業･1950)はブナ材利用を回顧されてい

ます。

戦前の天然更新技術は，皆伐一天然生林，択伐

喬林，前更更新作業によっていました。皆伐はサ

サ類の少ない比較的低標高地で，落ち葉掻き，薪

炭生産などにより利用適木の伐採など適度に稚樹
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表②これまでに提出されたブナの更新完了の目安（谷本･1990）

前田原案

六日町営林署

調査委員会提言

本数

50,000本以上

10,000本

10.000

樹高(稚樹）備考・文献

30CM

60

30

スリーエムマガジン

研究発表昭和53年

特定地域森林施業基本
調査報告

函館営林支局

青森営林局

秋田営林局

東京営林局

名古屋営林支局

大阪営林局

10.000

5,000

3,000

2,000

5,000

2,000

5,000

10,000

30

30

30

150

30

地床植生高の1.5倍

60

30

出現頻度80％

スリーエムマガジン

'3,60噸と2本立く
を温存できた場所では成功し，それは集落周りの

里山に偏在しています。拡大造林の困難な山岳奥

地では，気候的な問題とともにササ類，雑草木の

繁茂が著しく，結果的に更新補助として機能した

落ち葉掻きなどの行われていない奥地ブナ林では，

ブナは陰樹とされていたにも関わらず前生稚樹が

少なく，皆伐や択伐によって，ササ類がますます

繁茂し更新を困難にしました。前田禎三氏ら

(1971),片岡寛純氏(1982)はこのようなブナ林

の更新特性を精力的に調査し，特に前田氏らの提

唱した母樹保残法はブナの天然更新施業の基本と

して国有林に採用され普及していきました。

欧州におけるブナの天然更新は傘伐と呼ばれ，

更新完了までの伐採を受光伐，下種伐，保育伐，

更新完了を待って殿伐で終わる集約なものでした。

地形の急峻な，わが国のブナ林ではこの作業は実

行が困難で，伐採が数回にわたるために1回当た

りの収穫量が少なく，採算がとれない欠点があり

ました。皆伐母樹保残法は広大な試験地のデータ

と各地のブナ林の更新実態調査から，林分材積の

30%を母樹として残し,残りを収穫するものでし

た。また，前生稚樹の少ない奥地ブナ林では，林

床植生の刈払いなどの更新補助手段の併用，更新

の思わしくない場所での植栽を明確に記載してお

り，母樹保残と更新補助手段の併用が更新成功の

カギとしていました。しかし，収穫を急ぐあまり

に，更新補助手段の併用はおろそかになり，母樹

保残によって疎開地のできた施業地には急速なサ

サ類の繁茂があって，ブナ稚樹はササ丈を越えて

成長できませんでした。こうした問題点の解決に

片岡氏（1982）は，ササ類の効率的な除去と前生
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稚樹の確保のために前更更新作業を提案していま

す。いずれにしても，明治期から指摘されている

ように，ササ類の除去がわが国の天然更新の重要

課題であり，それをおろそかにした結果，母樹保

残法は普及の割には更新完了になった林地が少な

く，再度の更新補助が行われているものが多くな

っています。これには母樹の残し方にも問題があ

り，優良な母樹を残していないために，母樹が枯

れる，タネの飛散が少ないなど経済性・収穫優先

を追求した施業体質が，更新を困難にし，その後

の更新補助手段が有効に機能していない場合が多

かったのです。

天然更新完了の目安である稚樹の本数は前田氏

の原案ではha当たり50,000本以上であったの

が，実際には徐々に少なくなっていき，有用広葉

樹を含めた本数に変えられています(表②)。わが

国のブナ林とくに日本海側のブナ林はほぼ純林で

あり，これに手を加え施業した結果，カンパ類や

ウワミズザクラなどの広葉樹を増やしたことは，

風害などによる森林破壊と同じことになり，森林

遷移初期の陽樹林の時代に戻したことになります。

これはブナ林からブナ林ではなくて，ブナの美林

からポロ山を造ったことになり，菊池氏（1957）

の言葉を待つまでもなく，林業技術者としては恥

ずべきことであったと言うべきです。

■21世紀に向けた天然更新■

戦後の経済復興に呼応した森林施業は，経済性，

効率性重視で，森林の都合，ヤマ・ブナが語る森

林成立過程を無視する嫌いがありました。母樹保

残を提唱し，ブナ林の利用と更新保続を両立させ

るように苦心した前田禎三氏は天然更新は植生遷



移の応用問題であると述べています。1,000万ha

の針葉樹を中心とした造林が完成し，彩りの少な

い針葉樹はいろいろな立場から批判され，広葉樹

造林，複層林作業など多様な森林づくりが期待さ

れています。また，拡大造林地でも，特別経営時

代の造林地のように期待された成績にはならず針

広混交林を経て元の広葉樹林に移行させる必要性

も高くなっています。これらの森林づくりには天

然更新技術の応用が必要となります。坂口勝美氏

はわが国で適応されてきた天然林施業について回

想し(林経協月報1987年7月～12月)，その成功

のカギを次のようにまとめています（林経協月報

303,1989)。

（1）我が国の天然林施業地の実在森林の多くは，

未だ理想林へのアプローチの過程にあるも

のである。したがって，理想林は収穫材の

成熟期の径級を基盤として蓄積と，大・中・

小径木の構成割合，成長量などの研究を進

めて想定しなければならない。

（2）複雑な自然立地にあっては，必然的に択伐

式経理を標傍して前・後更の複合施業を取

ることになる。これは林分施業が対象とな

り，高度の林業技術が要請される。

（3）我が国の天然更新を成功させるもっとも重

要なカギは，下種地栫えと丁寧な地表植生

の刈り払いである。これには，また十分な

作業路網が作設されなければならない。こ

の集約度が実施されないならば，当面，天

然林施業の対象地とすべきではないであろ

う。

（4）高度の林業技術が要請される天然林施業地

では，とりわけ現地の自然条件を十分把握

することが基膿である。したがって担当技

術官は永く任地に在勤することが肝要であ

る。

（5）天然更新は，しばしば人工更新より経費が

少ないと考えられているやにみられるが，

天然林施業には高度の集約度とそれに見合

う予算措置力輔じられなければ，その完遂

は期せられないことを，とくに強調してお

きたい。

林床にコケの多い亜高山帯針葉樹林，ササの少

ない低標高地のブナ林では，比較的天然更新は容

易に行えます。しかし，その他の森林では当時，

造林研究普及の中心にいた坂口勝美氏（前出，林

経協月報）が回想，指摘しているように天然更新

は集約作業を要求されますcまた，木材利用は戦

争あるいは経済の発展とともにその需要が増し，

樹木の成長量以上に伐採利用されてきました。21

世紀における森林への関心は，公益的機能である

環境林としての要請が大きくなっています。これ

は，これまでの森林施業にも唱われていた機能で

すが，今日ほど前面にでた時代はなく，むしろ軽

視されてきました。この古くて新しい要請に応え

るためには，残り少なくなった天然林の観察と，

これまでの施業地の検証により，更新の完了して

いる場所，そうでない場所における，それぞれの

原因究明が大切となりましょう。

■おわりに■

拡大造林時代の試験研究部門における責任者の

位置にあった坂口勝美氏は，拡大造林政策につい

て，林業技術者として率直に反省し，深く自責の

念を抱いておる次第であると，回想されています

(林経協月報299,1986)｡新植造林地にできなかっ

た場所の森林，奥地ブナ林と亜高山帯針葉樹林の

天然更新は，坂口勝美氏がまとめられたように安

易には行えなかったのです。母樹保残を提唱した

前田氏らの方法も，氏が言う更新補助が必要な点

を読みとらずに，収狸と経済性のみに急いだ結果，

かなりの面積が美林を伐ってポロ山を造ったこと

になりました。種の多様性維持など森林の公益的

機能向上を標梼するならば，これまでの記録を吟

味し，目的にあった森づくりの標準コス1､とそれ

を確保するコンセンサスが必要となります。奥地

に残るブナ林は禁伐的な取り扱いになってきてお

り，ますます，ヤマから情報を得る機会が少なく

なっています。菊池捷治郎氏(蒼林･1957)が回想

しているように「現地で仕事（天然更新）を預か

る人にとっては，自らの目でヤマを見，ヤマに聞

くと言うことが，何と云っても大切であり，私は，

私の体験を通じて，そう信ずる｡」

これは21世紀に向けた天然更新,多様な森づく

りの反省としてもっとも重い言葉と思います。
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特篤20世紀の森林輿林業歯2 し
今月号からスタートするく民有林における20世紀＞,主要林業地に
おける造林・経営等の林業活動の推移や現況下での取り組みなど激
動の今世紀を振り返り，次世紀への架け橋を探ります。

ー

●民有林における20世紀I●

尾鶯林業20世紀のあゆみ 魚

三重県科学技術願ｾﾝﾀー林業技鶏異薑霊未勝義
■はじめに■

三重県の林業地を紹介する場合，長い歴史，知

名度，特徴のある木材生産技術等から尾鷲林業が

代表的な林業地といえます｡筆者は県職員生活30

数年のうち通算5年間をこの尾鷲林業地で勤務し

ています。特に新採用から3年間を尾鷲林業事務

所に勤務し，県行造林の育成管理および林業技術

の普及指導の業務を担当したことが，現在の筆者

にとって非常に役に立ったと感じています。今回

は，尾鷲林業に関する文献，これまでの経験等を

参考にして尾鷲林業の20世紀における推移の概

要について紹介します。執筆に当たり，尾鷲林業

の生き字引的な速水林業･速水勉氏にいろいろと

ご協力いただきました。この場をお借りして御礼

申しあげます。

■尾鶯林業の概要■

尾鷲林業と呼ばれる地域は三重県南部の熊野灘

に面した尾鷲市，海山町および紀伊長島町にまた

がる森林面積約40,700haで，そのうち民有林面

積約33,000haのヒノキを主体とした林業地を指

していわれています｡人工林率は64％で，うちヒ

ノキは，面積･蓄積ともにほぼ90％を占めていま

す。この地域は土壌の表土が浅く乾性で劣ってい

ますが，石礫に富む植壌土が多く，加えて温暖多

雨の気候条件に恵まれ年平均気温は15.8｡C,降水

量は4,002mm(1961～90年平均）の全国屈指の

多雨地帯で，ヒノキの生育に適しています。

現在，尾鷲材というとヒノキの芯持柱材が中心

ですが，発達初期の段階ではスギが主体を成し，

樽丸生産も行われていました。

寛永元年（1624）に人工造林が行われてから約

370年余の歴史を持ち，利便性の良い海上交通に

より古くから関東方面との取り引きが行われてき
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ました。尾鷲ヒノキは木質が硬く，年輪も撒密で

強度も強く，油脂分に富み，光沢も強く木肌が美

しいことが特徴です。これは土壌と気候条件が有

効に作用して晩材の成長が多いためといわれてい

ます。特に尾鷲ヒノキの評価を高めたのは，関東

大震災において強靭性が立証されたためといわれ

ています。現在も各消費地において高い評価を受

け，産地銘柄材として流通しています。

尾鷲林業は伝統的な密植集約施業・短伐期・長

材搬出など，一連の木材生産技術を生み出し，明

確な生産目標を持って経営されている林業として

知られています。施業の特徴はヒノキ芯持柱角生

産(10.5cm×10.5cm×3m)を目標に，植え付

け本数5,000～8,000本,丁寧な下刈りを実施する

とともに弱度の間伐をしばしば繰り返しながら，

通直，完満，無節材を目標に高品質材を生産して

きました。

近年，木材需要の低迷，住宅ニーズの多様化に

伴い,｢|尾鷲ヒノキ｣として，より付加価値を高め

るため，長伐期化への移行，機械化による低コス

ト生産，森林環境認証の取得による生産木材のブ

ランド化等に取り組む林家も見られるようになっ

てきました。

■尾鷲林業のあゆみ■

今回は20世紀の森林･林業を振り返るテーマに

なっていますが,尾鷲林業は歴史も古いため19世

紀以前についても少し紹介します。

熊野地方の山林は，近世初頭期にはすでに盛ん

に切り出されて，各地の築城や大寺院の建立ある

いは造船用材として利用された記録があります。

しかし，当時は人工造林ではなく原生林に近い天

然林であったと推測されます。植生樹種はモミ，

ツガ，スギ，ヒノキ，マツ類，カヤ，トガサワラ

などの針葉樹と，ブナ，シデ，カエデ類，ホオノ
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キ，ヒメシャラ，サクラ類，ケヤキなどが生育し

ており，その中から搬出の便のよい利用価値の高

い木が切り出され利用されていたものと思われま

す。

人工造林による育成的林業が始められたのは徳

川時代になってからであり，天然林を伐採して薪

や木炭として利用した跡地に個人や村がスギやヒ

ノキ苗を植え付けて，自己の占有地として拡張し

ていったのが尾鷲林業の始まりといわれています。

当時，紀州藩は私的所有林を広く公認し，林業

生産を奨励したことにより盛んになったものと思

われます。その時代については諸説がありますが，

土井家の祖が寛永元年（1624）にスギ・ヒノキの

植栽を行ったという説が一般的です｡1764～71年

の明和年間になると海運の便が開かれ林産物の販

路が拡大されるとともに，製炭・植林事業が盛ん

となり，スギを専ら植栽し，大径材生産を目標と

して疎植で行われていました｡伐期は60～70年で

した。1850～53年の嘉永年間には木材需要が増大

したため，スギ40～50年生のものまで伐採され，

植栽はスギ・ヒノキの混植に移行し密植が行われ

ました。

明治期に入り，人工造林面積が拡大し，スギ林

がしだいにヒノキ林に変わるとともに，植栽本数

もha当たり10,000本内外の密植が行われまし

た。植栽本数は今後いろいろ変化しますが，足場

丸太等小径木の価格が植栽本数に大きく影響して

いたように思われます。尾鷲林業は密植短伐期の

繰り返しにより，地力が低下してスギが育たなく

なったという説もありますが，現在の地況から椎

察すると，拡大造林が奥地へ進みヒノキの造林適

地が増大したことが原因と考えるのが妥当と思い

ます。なぜなら，一度も植栽されていない天然林

においても，拡大造林する場合はヒノキの適地が

大半を占めています。また，人工造林が拡大する

ことにより木材生産歎も増加しました。『林業技

術史』によると，1882（明15)年，尾鷲港から移

出された木材はスギ・ヒノキの樹皮量から換算し

て約5万6千石となっています。また苗木の生産

も盛んに行われていたようで，地元の需要を満た

したうえでなお36万本の移出が行われています。

当時の運搬はすべて海上輸送により行われていま

した。

1900年代に入ると，スギ・ヒノキの生産量はこ

れまでとあまり変わりませんが，モミ・ツガ・ト

ガサワラなどの天然林材の生産量が急激に増加し

てきています。これはこのころに，木馬･引修羅・

ヤエン・林道などの搬出技術が発達し，従来の技

術では利用できなかった天然林が開発可能となり

その伐採が進んだためで，それに伴い人工造林も

奥地へと拡大しました。

このころからスギ・ヒノキの人工林材の搬出は

長材（全幹）のまま搬出し，浜土場または製材工

場土場等で最適な造材が行われていました。伐倒

方法は下向き伐倒が多く行われていました。この

方法は現在も行われています。下向き伐倒は他の

地区ではあまり行われていませんが，これは密植，

急傾斜，長材搬出等の諸条件により行われるよう

になったものと思われます。またこの地方の特色

として，伐倒剥皮した材を「りん積み」といって，

林内に斜面に対し横向き（水平）にして数十本程

度小集積する方法も1960年ごろまで続けられて

いました。

大正期に入ると，生産量・金額ともに明治期よ

り拡大し，人工林ではヒノキ材がスギ材を圧倒し

始めます｡伐期も短伐期化が進み40年前後となり

ました。しかし，このころの尾鷲林業は，現在の

｢尾鷲林業＝ヒノキ小角材｣というイメージではな

く，スギや天然針葉樹用材も相当出材されていま

した。また，当時はまだわが国には木曽ヒノキや

秋田スギのようなスギ・ヒノキの老齢林が相当豊

富に残っており，大径・通直材が容易に供給され
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る時代であったため，知名度はあったものの，尾

鷲の人工ヒノキ・スギ材は建築用材としては下級

(安値材）に位置づけられていました。

尾鷲材としての名声を高めたのは,1923(大12〕

年に発生した関東大震災を契機として，尾鷲材が

耐震性に優れた強度を有する木材ということ力認

められたためといわれています。

昭和期に入ると造林地の外縁的拡大はその速度

を緩め，明治・大正期に構築された造林基盤の上

に循環的再生産櫛造が作り上げられました。この

時期になると林産物の大部分はスギ・ヒノキ材と

なり，それも大径材・樽丸といった製品はごくわ

ずかで，小角材・角材用原木および「本」で数え

られる細丸太がほとんどという内容となっていま

す。これらは明治中期以降の造林地から生産され

たもので，このころから小角材およびそれ以下の

小径級丸太を専門的に生産する尾鷲林業の特色が

定着してきています。特に密植と関連した足場丸

太等の小径木が多く生産されました。

1938(IIg13)年以降になると，これまでも増加

傾向で推移してきた木材生産量が戦時需要等でさ

らに強伐が行われ，100年生以上のヒノキの美林

の多くが切り尽くされました。第二次世界大戦後

は，労働力・資材不足等から生産活動は一時低調

となりますが,1946(II召21)年からの戦後の復興

資材需要により生産は再び活況を呈しました。造

林においても伐採跡地の復旧造林を進めるととも

に，拡大造林による積極的な林種転換が図られ造

林ブームが始まりました。また1950(IIH25)年に

は枝打ちが海山町の速水林業において，短伐期，

優良材生産の技術として取り組みが開始され，そ

の後県下にも普及しました。

1960(H召35)年代に入ると，奥地林道の開設．

原木市場の創設によって木材の集荷圏が急速に拡

大され，その材を原木市場から|職入して製材する

業態の製材業者が増加しました。また，このころ

から，これまで1鍬植えで1日300本ぐらいの早

植えで行われてきた植え付けが，大苗を使用した

丁寧植えが唱導され,1日140～200本植えが普及

し始め，植栽本数はha当たり5,000～7,000本と

なりました。

1960年代後半に入ると，高度経済成長により住
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宅建築が増加して木材需要は増加しましたが，外

材の輸入も年々増加したため，国産材の需要は外

材のようには増加しませんでした。またこのころ

から将来の林業経営に基盤整備の必要性を感じ，

所有山林に自力による林道・作業道の開設が速水

林業で始められました。それが，後に訪れる林業

不況や台風被害木処理に大きく貢献することにな

りました。木材市況については尾鷲林業における

ヒノキ正角材の価格は順調に上昇してきましたが，

1980(昭55)年をピークに住宅建築の減少ととも

に下落しました。

1989（平元）年に入ると，林業労働力の減少と

木材の低コスI､搬出に対処するため，全国的に林

業の機械化が図られ新しい機械の開発改良が進み

ました。尾鷲林業においてもタワーヤーダやログ

ローダ等の高性能林業機械が導入され，平成2年

に襲来した台風19号の被害材の搬出では,路網整

備の進んだ山林においてその威力を発揮しました。

木材市況については，一時バブル景気により好

転しましたが，材価の下落は進み，現在では

20～30年ほど以前の水準となりました。しかし労

働経費は上昇を続けたため1nfの立木価で雇用で

きる労働者数は,1960("35)年19.1人であった

ものが,1970年18.7人,1985年4.2人と減少し，

1998（平10）年には1．9人となりました。このよ

うな厳しい状況により，林業・木材加工・製造業

の分野では木材市場の閉鎖や製材業の廃業等が行

われ業者数も減少しました。木材生産量において

も1988（昭63）年51,000mlであったものが

1998(平10)年には32,000nfと激減しました。ま

た，足場丸太等も需要は激減し生産録も減少しま

した。この現状を踏まえ，尾鷲林業地では尾鷲材

の需要拡大とユーザーの多様なニーズにこたえる

ため，木材協同組合による人工乾燥施設の運営，

森林組合への丸棒加工施設の設置および尾鷲ヒノ

キプレカット協同組合を設立してプレカット加工

を行うとともに，尾鷲ヒノキ内装材加工共同組合

を設立して尾鷲ヒノキの新たな需要分野の開発に

取り組んでいます。

■現在の育林技術■

尾鷲林業の育林技術の特徴は，ヒノキの密植.
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図①尾鷲ヒノキ芯持正角無節柱材の生産育林管理図

丁寧下刈り・除間伐・枝打ち，短伐期生産といえ

ます。このような労働集約型の育林体系に基づい

て生産される良質材は，高品質なヒノキの芯持ち

柱を生み，各消費地において高く評価されていま

す。

植栽はha当たり6,000～8,000本と密植で,地

元産苗木と県採種園種子使用苗木が使用されてい

ます｡植え付けは1960年代のような極端な丁寧植

えは行われなくなり，1日200～250本植えが行わ

れています。下刈りは，手鎌を用いて8年生くら

いまで丁寧に行い，うち2～4年生くらいまでは

年2回刈りを行うのが一般的です。除間伐は8年

生から50年生までの間に7～10回程度行い，主

伐時には形質の優れた木がha当たり1,100本程

度の成立本数となります。

枝打ちは無節材の生産を目指して8年生から

22年生くらいまでの間に4～6回程度行い，4

~7m打ち上げています。近年,伐期はやや長伐

期化する傾向にありますが，以上のような確立さ

れた技術体系に基づいてヒノキの優良材が生産さ
は

れています。尾鷲林業地が全国にその名を馳せる

ことができたのも，尾鷲地方の自然的条件によっ

て適合した育林技術が広く普及していることによ

るものと思われます。

■おわりに■

今後，日本の木材需給の動向は，少子高齢化が

進むため住宅建築戸数が減少するとともに，建築

様式の多様化や消費者ニーズの変化により消費量

の大幅な増加は期待できない状況となっています。

したがって林業・木材産業は，増え続ける蓄積量

と伸び悩む消費との間で産地間競争をする厳しい

状況が続くものと思われます。

尾鷲林業においても大壁方式の住宅が増加する

中で，無節柱材等役物の需要増加はあまり望めな

い状況です。そのためには尾鷲ヒノキの新たな分

野への用途開発，尾鷲ヒノキの特色を生かした製

品開発，付加価値を付けることによる競争力の強

化，造林から加工流通におけるコスト削減による

低コスト化等を行うことが重要な課題となってい

ます。歴史ある尾鷲林業がこの窮状を打開し，引

き続き発展することを期待いたします。
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20世紀の森林･林業、鵜藻2 林。

●民有林における20世紀I●

20世紀天竜材業の現状と

21世紀への課題

静岡大学農学部教授

こじまむつお

小嶋睦雄

■天竜林業を取り巻く環境特性一先進

人工林地帯と拡大する下流域都市圏■

本流域は静岡県西部に位置し,掛川市･小笠郡以

西とする旧幕藩時代の遠江に相当する｡現在,県広

域行政区分では,掛川市･磐田市･袋井市を中核と

する中東遠地域(3市10町1村,81,992ha,森林

面積30,403ha,人口439千人),中核市・浜松市を

中心とする西遠地域(3市6町,70,082ha,森林面

積18,955ha,人口784千人)および天竜市を地政

的中心とする北遠地域(1市3町1村,94,386ha,

森林面積86,067ha,人口43千人)から成り,流域

的には,上流域に人工林地帯,中流域に木材加工産

業集積地帯,下流域が木材消費市場･住宅需要地か

ら形成されている｡いわゆる｢天竜林業地｣である。

本地域は，全国森林計画区の｢天竜川広域流域」

の一画を占め，森林面積は135千ha,民有林83

％,国有林17％という民有林の卓越した所有形態

である。上流域は「天竜林業地」を構成する林野

率80％以上の山間農業地域であり,下流域には森

林面積100haに満たない平地農業地域や工業都

市を含み，地方自治体や住民の森との関係は上流

域とは異質の構造を形成している。すなわち，遠

州灘沿岸域では防風・防潮林，生活環境保全林で

あり，木材生産林的要素は薄い。その下流域住民

が，上流域の｢みどりと水｣，つまり，広大な森林

空間に育まれた豊かな水量と清浄な水（質）を求
さかのぽ

めて遡るご時世となった。

そこには，明治期以前に開発され，その後天然

更新した原生的な天然林が広がり，江戸時代に植

林された巨樹・巨木，明治期以降，営々と治山治

水と建築用木材生産を目的に植林されてきたス

ギ・ヒノキの人工の美林が山腹から山頂まで続い

ているのである。特にスーパー林道天竜線や東嶺

線のビユーポイントから眺望，鳥I敬できる人工林
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と茶園と集落の連続した山村景観は，訪れる人々
いや

の心を癒す。また，秋葉神社や山住神社に象徴さ

れる境内林，野鳥の森として保全と利用（学習）

の両立を目指すブナ天然林，金原明善翁の瀬尻の

学術参考保護林(スギ人工林)，さらには篤林家の

納戸山に見られる手入れの行き届いた巨樹・高木

林などは，天竜美林そのものである。

吉野，尾鷲，北山林業と並び称される天竜林業

は，15世紀半ばの春野町･秋葉神社や17世紀後半

の水窪町・山住神社の境内林と宮司山住大膳亮茂

辰の36万本に及ぶ用材生産目的の大規模造林,18

世紀以降の御林や百姓持山へのスギ・ヒノキの挿

し木造林等が19世紀造林へ続く｡天竜川流域を人

工造林地として確立した契機となったのが,19世

紀中期から20世紀初頭にかけての金原明善翁の

『治山治水思想｣造林であり，その後の｢金原疎水

財団」の大規模人工造林であった。

20世紀末現在,民有林約68,000ha,その人工林

は81％を占め,なかでも龍山村では92％と,人が

入るスギ・ヒノキの植林適地はすべて人工造林地

と化している｡さらに山裾の集落近傍から尾根筋

まで緑の｢山｣となっている｡その多くがスギ･ヒノ

キの同齢林的な景観となっているが,子細に眺め

てみると濃淡のある｢緑｣であり,複層的な｢緑｣と

なっている。しかし,林内に入ると貧相な森,不健

全な森,林内に日が射さず下層植生のほとんどな

い森が散見される｡_上流域･北部地域の人工林の齢

級構成は除間伐対象林分であるⅢ～Ⅶ齢級が約

40％以上を占め，森林組合(小径木加工場への材

料確保を目的）等により間伐が計画的に進められ

ているものの，間伐対象林分の2割程度にしか達

していないのが現状である（昭和56年度：1,952

ha,60年度:2,429ha,平成10年度:1,569ha)。

保育間伐および利用間伐が適正に行われていな



い要因は，専業的林業経営では労働力の確保，践

林複合的林業経営では労働力の確保に加えて資金，

生産性，市場問題が大きく，そのうえ林業経営の

将来性，「夢｣を持てなくなったことも大きく影響

している。また,I～11齢級面積は全体の5%弱

であり，最近の伐採行動の縮小をあらわしており，

適正な齢級配置への誘導が課題となっている（昭

和40年度:1,178ha,平成10年度:244ha)｡

■木材生産と流通の構造特性■

(1)流域における木材生産流通の現状

本流域には国有林を含め総蓄積は24,028千

1n39年間生長量約60万In3である。他方，流域内

で生産される素材は約150千In3で20万In3を上

限に停滞傾向が続いている（平成9年度時点)。

このうち，天竜市森林組合をはじめ8組合が77

千m3(42%),75人の素材生産業者等が108千

m3(58%)を担当し，その多くが流域内の製材工

場（森林組合経営分を含む）へ，直接あるいは流

域内では唯一の原木市場である県森連天竜共販市

場(55千m3)を経由して流通している。また,10

％内外の優良素材が流域外へ出荷されている｡247

の製材工場には国産材素材が203千nl3消費され，

外材を含めた製品出荷総量449千nl39減少傾向

にある。製品の販路はプレカットエ場，製品市場

木材センター・木材問屋，産地木材卸商，木材小

売商，大工・工務店へと多岐にわたる。また，プ

レカットエ場や産地木材卸商（産地木材商社）へ

は流域外の銘柄材製品や外材製品さらにはエンジ

ニアーウッドが集荷され,流域内外の小売市場工

務店･建設産業へ卸･納材されている｡産地天竜は

従来以上に木材木製品の集散地市場となっている。

(2)製材用材の生産・流通構造の特性と新しい取

り組み

天竜流域の素材の生産と流通構造を決定的に改

編させた要因は，①外材市場化への対抗意識・危

機意識を森林組合関係者は前向きに，製材業者は

スライド的に有したこと｡②昭和39年度以降実施

されてきた数次に及ぶ林構事業による生産基盤の

整備，資本装備の充実および作業班組織の再編，

人材の養成等，特に森林組合系統への集中的な公

的助成等を挙げることができる。③その結果，森

林組合系統の素材生産能力は飛躍的に拡大し，国

産材製材工場の「山林部」の廃止に象徴される立

木市場からの撤退，連合会市場取引への依存大と

なった。森林組合中心の素材生産榊造が形成され

たそこには，森林組合理事者や職員さらには現場

作業従事者の並々ならぬ努力と技術研鎖があった

ことを忘れてはならないだろう。また，森林組合

間で連合会市場への系統共販利用率（ほぼ100％

に近い森林組合から20％前後の森林組合までと，

出荷樹材種の違いなど）に違いがあるのは森林組

合独自の生産販売方針，製材加工への取組姿勢，

管轄地域の林業生産構造の歴史的な違いや組合員

林家と組合の関係等によるものと思われる。

最近の新しい動きとしては，①素材生産請負会

社の創業(森林組合作業班員からの独立｡それも都

会からの森林組合の現場に飛び込んできた若者た

ちの起業である),②トップクラスの森林組合に匹

敵するほど事業規模が拡大している素材生産会社

(経営者は元森林組合職員)，③若手林業家グルー

プによる素材生産共同代行組織体の発足(高性能

材紫機械の共同所有)などがある｡｢低コスト林業経

営」助成をはじめとする補助事業の効率的展開に

加え，特に平成10年度に創設された県単の｢みど

り資源搬出事業」は間伐促進策として県の思惑を

超える申請があり,新しい搬出方法とその新組織が

適正な間伐の実施と｢みどりと水｣のための森林機

能の充実に大きく貢献するものと期待されている。

21世紀の素材生産繊造は森林組合を中心に展

開していくであろうが，上記のような危機意識を

｢夢とロマン｣のモードに変えている若手林業経営

者による新しい組織が対抗機能と役割を持つよう

になるのではないか｡それは彼らにはすでに21世

紀を見通した意識改革が進み，製材産業や木材流

通業，工務店，建築設計事務所などとの新しい連

携を模索し，行動に取り組んでいるからである。

既成権力が「出るクギは打つ」行動を取らないこ

とを祈りたい。また，それに打ち勝ってこそ，21

世紀の天竜林業を創造することになろう。

(3)製材・木材加工産業の発展と高次加工への取

り組み

天竜川本流,支流の浦川・水窪川・気田川・阿多

古川,それに太田川沿いの要所では,古くから木材

の集散と製材加工が発達しており，その榊造は性
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時ほどではないにしろ,小規模な製材工場が立地

している｡龍山村瀬尻には,わが国民間動力製材・

製板所が最初に誕生した(明治8年)｡その動力は

水車であった｡全国各地から水車製材が消えたが，

天竜市旧上阿多古村(阿多古川)には｢平成｣の今も

水車製材工場(大谷製材)が現役で活躍している。

中心地は浜松市中野町，天竜市南部（二俣町)，

浜北市北部である。とりわけ天竜市船明地区とそ

の近隣地区は製材工場，プレカットエ場，集成材

工場,木製家具工場,木製アウトドア・木製公園器

具製造工場，フローリングエ場等が集中立地して

おり,｢木材コングロマリット」地帯となっている。

課題は木材の高次加工と原材料としての流域産材

との商取引関係の確立である。現状は大半が流域

外，海外産材となっている。

■21世紀への胎動と期待一木材経済と

自然環境との両立を目指そう…！■

昨今の林業・木材産業界を取り巻く経済的環境

は決してよくない。しかし，「やらまいか」「風土

性」の天竜林業の明日を左右する内外の動きに注

目したい。

(1)外部社会の期待の多様性と高度化にどう応え

るか

しかし，「みどりと水」には市民の関心は高く，

森づくりボランティア活動や余暇を利用した上流

域森林空間へのレクリエーション活動等力哨え，

一段と森の恵みに対する理解は増えた。広葉樹＝

善，針葉樹＝悪，という旧来型自然保護理念から，

スギ・ヒノキ造林の「林業」的意義への理解が高

まり，保育・施業放棄林への怒りと同情が「森林

ボランティア」へと昇華していく時代となった。

どうやら手入れが放置され，荒れ果てて人を寄せ

付けない「薮」化した雑木林あるいは孟宗竹林へ

も心は向かっているようである。したがって，21

世紀の森林整備目標の明確化が求められる。下流

域住民の期待する機能を実現し高度化する森林の

整備手法と仕掛け・仕組みづくりを山側・上流域

社会は提示しなければならない。それも，行政用

語や住民を煙に巻くような高度な専門用語を散り

ばめた解説文であってはいけない。

木造住宅分野では，いわゆる「品確法」に象徴

される「品質管理」が今まで以上に厳しく間われ
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る時代を迎える。住宅用材の使用に関して業界の

自主的管理に委ねることをr製造物責任制」の視

点から困難と判断したのか，法的「環境」規制が

20世紀最後の2000年度に始まる。この問題は従

来から「定時・定垂・定質」を基本理念とする民

間主導の「木材供給体制整備」が行き詰まったこ

とにも起因する。われわれは製材加工段階の乾燥

管理・寸法管理・強度管理に委ねるだけで可能か

どうか，山側でこの課題への対応を考慮しなくて

すむのかどうか，連携対応が可能かどうか，残さ

れた時間はない。

浜松市や磐田市，浜北市を中心とする商圏で住

宅設計監理を業務とする建築設計事務所や建築工

務店などが上流域の製材企業や木材業者さらには

森林所有者などと連携して，スギ・ヒノキ人工林

材の利活用のシステム化を作動させた。その趣旨

は木材の材料特性の芽生え｡薦めであり，「健康住

宅」の提供であり，上流域森林の整備協力・参加

であり，循環型森林資源の連環構造の主体的な確

立である。これまで海外産木材や合板･PB･FB等

のエンジニアードウッドを使用してきた建築設計

士や大工工務店が裏山・上流域の「木材」に目を

向けてきた(森とすまいの会)。すでに地元マスメ

ディアに取り上げられるほどの実績を上げている。

上流域は単なる｢みどりと水｣のための流域内連

携にとどまらず,｢市場経済の論理｣をも考慮した

｢森林ボランティア｣運動に転化･発展させねばなら

ない｡循環型社会あるいは森林共生社会は植林,下

刈りや間伐作業では完結しない｡この社会は木材・

林産物資源として利活用しなければ成立しない。

(2)内から革新への動きと期待

20世紀後半の天竜林業を支えてきたのは森林

組合協業であった。21世紀天竜林業の夢を実現し

ていく主体の中心は森林組合であることに大きな

変化はないだろう。しかし，森林組合を基軸とし

た植伐均衡構造にも一種の「制度疲労」が見え始

めてきた転換期にあって，新たな対応が迫られて

いる。森林所有者の協同組合から地域・流域の協

同組合への発展が期待される。それは森林組合が

林業技能労働者集団を内部化した経済組織である

ことに裏打ちされる。森林組合は森林整備と木材

生産販売業務にかかわるプロ集団である。木材供



給中心の業務から流域内の森林の多様な整備をも

業務として拡大する経営刷新が求められる。

「みどりと水｣では先述したように水窪町では水

源基金の造成に取り組み，水源地域の放置森林を

ブナ林への誘導作業を下流域市民と連携して取り

組み始めた。加えて野鳥の森，木材資源の森，カ

モシカの森，歴史・文化の森，レクの森など文字

どおり森林の総合的な保全・保護を含めた利活用

を行政の柱としている。行政と森林組合と町民に

よる協働作業を目指している。

また,平成11年度,浜松市を事務局とする流域

内22市町村が一堂に会して｢天竜川流域環境保全

研究会」を立ち上げ，静岡県が提唱している「県

民参加型森林管理システム」の実現に向けての取

り組みが開始された。

「木材｣ではIターン者による林業作業請負会社

の創設(㈲天竜フォレスター)，林業家層に見る同

志的・仲間的あるいは地縁的協働（素材生産）組

織体の設立（天竜フォレスターズ・21，春野町フ

ォレスト事業協同組合，天竜森林（もり）の会)，

森林所有者や素材生産業者および製材業者の垂直

的な業務連携(フジイチグループ)，さらには共同

受注共同販売を目指した同志的な製材・木材業者

のグループ結成（天竜材を世に出す会：テンダ

ス)，製材業者，設計事務所と建築会社が『合板を

使わない家造り』を基本として『紙と木と土で出

来た家造り』『ゴミにならない家造り』を目指した

住宅建築グループ（トムハウス協同組合）等が始

まった。この動きが森林組合型構造の補完部分に

なるのか，対抗部分に発展するのかは定かではな

い。これらの運動を財政的に支えているのが国や

地方自治体の補助事業であることの政策的ないし

社会的意義には注目しておきたい。

■終わりに一「天竜材」へのこだわりと

「天竜美林」への開放■

先進林業地，天竜材産地の天竜林業といえども，

経済的社会的環境は決して明るくはない。林業収

入に依存する林家数の減少が続いている。林業従

事者の減少と高齢化は山村社会を暗くしている。

20世紀林業の残した成果は少なくない。ここでは

あえて言及しないが，その成果を実現していくう

えで行政や林業関係者の限界もまた明らかになっ

た。元気のある林業集落あるいは山間集落は腱林

産物の製造販売を主たる業務とするむらおこし経

済運動を女性を中心として展開している空間であ

り，民俗祭事や歴史文化の継承・保全運動に取り

組んでいる集落である。林業行政はあまりにも木

材生産に特化した｡林業家も同列である｡一部の森

林組合が｢山村振興｣を目的に山村起業を目指した

こともあったが，本業ほどの経済効果を実現でき

なかった｡しかし,その方向は間違ってはいない。

天竜市熊の水車の里・くんまかあさんの店，春野

町勝坂の勝坂神楽の里，佐久間町民俗伝承館そば
ほうじ

北條峠,水窪町森林組合みさくぼ路の里等,農産物

や食文化，民俗祭事などを手段とした都市との交

流力淋業収益の減少を支え，集落存続の経済的お

よび精神的基盤となっている。この運動を支えて

いるのは農林家の主婦層である。林業山村を「男

女共同参画型｣で活性化していく，いわば元気，活

気の素になっている。都市住民は山村の食文化を
いや

楽しむだけでなく，人工林の景観に心が癒される。

美林は人を引きつける。放置林．荒廃林は人を遠

ざける。美林はエコツアー商品であり，美林形成

作業はグリーンツアーの商品にすることができる。

以上の事例は全国各地で取り組まれている。成

功事例ばかりではないかもしれない。しかし，森

林と人の共生，循環型森林社会を目指していくに

は重要な選択肢ではないだろうか。まさに,20世

紀型林業行政，森林組合協業，林業経営が問われ，

2,世紀の森林.林業．山村政策とその目標は，①

森の恵みを最大限引き出す多彩で多様な美林づく

り，②地球温暖化の抑制と自給率向上を目指した

植伐均衡型木材生産林業の森づくり，③豊かな森

林生態系を中心としたr自然」環境の保全と利活

用を支える山村集落の活性化，ではないだろうか。

その実現には森林所有者の理解と協力に基づく

機能と役割を基準にした立地区分が欠かせないし，

社会的制約に伴う痛みへの下流域社会の捕償もま

た欠かせないし，上流域と下流域の交流段階から

一歩進んだ参加と連携が求められる。高度にス

ギ．ヒノキ林業社会になった天竜林業地ではある

が，先述したように新しい林業への取り組みが始

まったことに注目していきたい。『夢とロマン』の

ない産業や社会に明日はない。
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カラマツ林業の100年
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泡すがはらさとし

菅原聰信州大学名誉教授

■はじめに■

カラマツは長野県ときわめて深い関係を持って

います。まずカラマツの天然分布の面から見てい

きます。浅間山・金峰山・八ヶ岳などの東信地方

の諸山をはじめとして，北・中央・南アルプスの

諸峰や御嶽・乗鞍岳など長野県全域の高峰にカラ

マツは天然分布していました。次は信州カラマツ

と呼ばれていることです。長野県ではカラマツ苗

木の生産が明治初期から行われ，国内・国外の各

地にカラマツ苗木やカラマツ種子が出荷されてい

ました。それで信州から出荷されたカラマツとい

うことで，信州カラマツと呼ばれ，長野県の特産

品の一つになったのです。そして杼情豊かな北原

白秋の『落葉松』の詩は，さらに深くカラマツと

長野県とを結びつけたのでした。

ところで，統計資料で長野県民有林でのカラマ

ツ造林実行面積の推移を見ますと,1940(IIg15～）

年代までは非常に少なく，戦後になって1950(Ⅱ召

25）年から1970(Ⅱ召45)年にかけての20年間に

わたって爆発的に増えています。そしてその後，

極端に減少しているのが目につきます。このカラ

マツ造林実行面積の推移は,長野県民有林での20

世紀においてのカラマツ林業の状況，すなわち，

カラマツ林業の生成期・展開期・停滞期をそのま

まに示しているのです。

■カラマツ林業生成期■

カラマツ林業の歴史はわずか100年ばかりのも

のです。20世紀になってから，新しくわが唾|の林

業史に登場してきたのがカラマツ林業であり，そ

の発祥の地は東信地方だったのです。

東信地方民有林でのカラマツ人工林造成は，

1878(明11)年のr部分木仕付条例」や1881(1W

'‘'）年の「山林保育の達」などによって動き出し

ました。官有の無立木山野を民間で植栽し収益を

分収する部分林制度は，市町村の基本財産を作る

よい手段と評価され，東信地方の市町村でカラマ

ツ林造成が行われるようになりました。しかし，

当時の農林家の人たちは，植林の意味を理解して

いませんでしたし，山野は採草の場などとしての

{ili値が高かったものですから，農林家個人がカラ

マツ造林をしたことはほとんどなく，民有林のカ

ラマツ林業の先駆者は市町村だったのです。

東信地方でカラマツ林業が生まれ育ったのは，

人工育苗法の開発によるカラマツ苗木の計画的生

産・カラマツ育林技術の開発・カラマツ材の用途

拡大など，地域的な努力と工夫とが重ねられたか

らなのです。

協和村｡（現・望月町）の松本谷吉と清水清吉の

両氏は,1874(Iりj7)年に蓼科山の天然カラマツ

の結実を機に育苗試験に着手し，幾多の失敗を重

ねながら,1878(IJ111)年になってカラマツの市

販苗木を生産するようになりました。1886(明19）

年あたりからカラマツ種苗の量産時代に入り，協

和村・川上村をはじめとし，常盤村（現・大町

市)，波田村，山形村，今井村（現・松本市)，原

村，泉野村（現・茅野市）などが主産地としての

地位を確保するようになりました。

また，東信地方ではもともと人工造林は行われ

ていませんでしたので，在来の育林技術はありま

せんでした。それで最初はカラマツの性質につい

てもわからないままに，吉野式のスギ育林技術が

取り入れられ，極端な密植が行われました。しか

し，その後の適切な保育がされずに放置されたも

のですから，多くのカラマツ林が風雪害を受けて
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しまいました。それで密植は嫌われるようになり，

東信地方から姿を消しました。そして，明治末期

になりますと，坪当たり1本程度で植栽され，さ

らに大正中期には2間に1本というようなきわめ

て疎な植栽も行われました。昭和期に入ってから

は,1町歩当たり1,700～3,000本程度の植栽密度

で安定しました。

それに吉野式の育林技術を取り入れたといいま

しても，保育についてはまったく学ばなかったの

です。カラマツ林の場合，間伐をしないでそのま

まにしておきますと，幹が細いままで枝が上方に

枯れ上ｶｮってしまい，いったんこのようなカラマ

ツ林を造ってしまいますと，その後いくら間伐を

しましても，肝心の枝葉がありませんので肥大成

長をほとんどしなくなりますし，風雪害を被りや

すくなることがしだいに明らかになりました。そ

れで，間伐を繰り返し，間伐ごとに不良木を除去

して良木率を高め，森林の価値を高めていく方法

が開発されました。そして，間伐材の搬出困難な

地利の劣る林地では疎植され，地利の良い林地で

はやや密に植えて間伐を繰り返すというように，

カラマツの性質と東信地方の林業経営状況とに適

合したカラマツ育林技術体系が経験を通じて作ら

れてきたのです。1899(IW32)年出版の井出喜重

著『落葉松栽培法』や1925（大1‘1）年出版の中村

子之作著『信州落葉松』などは，今日でもなおカ

ラマツ育林の指針書として適用する良書なのです。

カラマツ材の用途拡大にもいろいろな歴史があ

りました。東信地方にはもともとカラマツ天然林

が分布していましたので，天カラ材と呼ばれる天

然カラマツ材は広く利用されていました。強くて

美しい天カラ材はむしろ貴重材だったのです。し

かし，それは地元で利用されていただけでしたの

で，市場価値はあまり高くなかったのです。それ

で初期のカラマツ造林におきましては，スギやヒ

ノキなどの有用材とは違って，木材生産を目的に

したものではなく，カラマツは風土に適していて

成長の早い樹種なので，治山治水を目的としての

造林が奨励されました。

1910("43～）年代になりますと，カラマツ材

の長幹通直性・含脂強靱性・耐朽性・耐水性など

の諸特性が認識されるようになり，大径材は建築

材・土木材に，中小径材は薬用人参の小屋用材や

農用材などに利用されるようになりました。そし

て1914（大3）年ごろから堤防用材として県外に

移出されるようになり，さらに坑木・足場丸太・

橋梁材・建築材・電柱材・鉄道枕木などと利用面

を広げ，1923（大12）年の関東大震災の復旧工事

には応急材として大量にカラマツ材が移出されま

した。その中で，近代的建造物の基礎工事用杭丸

太としてのカラマツ材の有効性が見いだされ，新

しい利用面が開かれました。このようなカラマツ

材の用途拡大が，カラマツ造林推進の動力となり，

カラマツ林業展開期の素地を作ったのです。

といいましても，1925（大14）年度の長野県民

有林のカラマツ林面積は,東信地方でこそ23,095

町歩でしたが，南信地方で8,489町歩，中信地方

で2,764町歩，北信地方で1,153町歩，計35,501

町歩で，カラマツ林業生成期には，カラマツ林業

は郷土の東信地方から大きくは出ていなかったの

です。

■カラマツ林業展開期■

戦後になって農地改革や食管制度が定着し，農

林家は資金的余力を持つようになりました。また，

農業での機械化が進み，余剰労働力を生み出すよ

うになりました。さらに有機質肥料や家畜の飼料

としての草を採るための広大な牧野や採草地も，

農業にとって必要なものではなくなりました。こ

のように資金・労働力・土地の面で，林業経営を

展開させる要因が農林家に生まれ，長野県の農林

家も強い造林投資性向を示すようになりました。

一方，戦後の厳しかった時期には，石炭がわが

国唯一のエネルギー資源でしたから，石炭を確保

するための努力が行われました。石炭採掘には坑

木が必要であり，坑木用としてのカラマツ小径材

は石炭産業にとっては魅力のあるものでした。ま

た，敗戦によって大きく原料供給地を失いました

紙・パルプ産業も，パルプ原料としてカラマツ材

に目を向けました。このように戦後のわが国経済

にとっての重要な資材として，カラマツ材が期待
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されるようになりました。

1950（昭25）年以降のわが国の造林政策は，生

産力の増大を課題として進められ，育林技術の面

でも政策の方向と強く結びついて，材積生産力を

増大させる技術，すなわち林種転換・林相改良・

短伐期育成・密植・林地肥培などが優先されるよ

うになりました。そしてカラマツの場合には，「密

植・無間伐・短伐期」育林技術が提唱されました。

これは紙・パルプ産業や石炭産業だけでなく，農

林家にとっても好ましい選択でした。そしてそれ

まで牧野・採草地・薪炭林などに利用されていた

高冷地の火山灰質土壌の土地を対象として，長野

県全域にわたって怒涛の勢いで大規模なカラマツ

造林が進められました。

この1950(昭25)年以降のカラマツ林業展開期

のカラマツ造林は，私有林で大きく進められまし

たが，基本的には林野行政の生産力の増大という

意志での造林補助金の配布という形で徹底されま

した。すなわち，造林補助金の交付は，余剰労働

力と土地とが存在するかぎり，造林がかなり有利

な経済活動になることを保証しましたので，当時

の山村の経済事情とうまくかみ合って，長野県の

農林家によるカラマツ造林を進めさせ，カラマツ

林業を展開させました。

また，1949（昭24）年からの県直営の「水源林

造成事業」は，民有林の奥地にまでカラマツの一

斉大面積造林を進めた主要な担い手であり，

1958（昭33）年の「分収造林特別措置法」に基づ

く「特殊県行造林」によって，紙・パルプ産業は

積極的にカラマツ分収造林を行って，1960（昭

35～）年代のカラマツ造林の主要な担い手となり

ました。

ところで，戦後のカラマツ林業展開期の育林技

術は，戦前のカラマツ林業生成期に工夫された育

林技術とはまったく異なったものでした。東信地

方で工夫されてきた｢植栽密度を下げる」とか「間

伐を繰り返す」などの技術は無視されてしまいま

した。

単位面積当たりの植栽本数を増やして生産力を

増大させようという考えは，植物生態学の研究成
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果を林業部門に適用させようとしたものなのです。

そして，植物生態学の視点で生産量を増大させる

ための植栽密度や本数管理密度についての理論値

が計算され，それを受けて，カラマツの特性など

はあまり考えられないままに，ただ量的生産だけ

を高める技術として「密植・無間伐・短伐期」育

林技術が取り上げられたのです。短伐期は林分総

平均成長量を最大にするという視点，すなわち，

最多の量を確保するという視点と小径材生産を志

向するという両方の視点があったと思います。カ

ラマツの若齢材には欠点が多く，製材には向いて

いませんが，丸太のままの利用であれば長所を発

揮することができます。それでカラマツ小径丸太

を坑木として利用すれば長所だけを発揮しますし，

チップ用であれば小径材でもかまわないと考えら

れたようです。

カラマツ林業生成期の東信地方のカラマツ育林

技術が，林業経営者の経済的事情や技術水準など

を考慮に入れて，経験を重ねて開発されてきたの

に比べますと，このカラマツ林業展開期の理念的

な育林技術はまったく異質のものだったのです。

■カラマツ林業停滞期■

1970(1I召35～）年以降，わが国の経済が異常な

までの成長をしていく中で，林業界はしだいに取

り残されるようになりました。特に戦後の復興期

に短伐期林業の旗手として脚光を浴びていたカラ

マツ林業の停滞ぶりは，スギ・ヒノキ林業に比べ

てきわめて大きいものでした。

・戦後のカラマツ林業の生産目標とされてきたカ

ラマツ小径材のチップ用・坑木用での需要がま

ったくなくなってしまったこと

・カラマツ林業地帯から若年労働力が多量に流出

していったこと

をはじめとして，カラマツ林業の経済的側面を揺

るがすような事態が，次々と立ち現れてきました。

そして，そのような状況が長く続くものですから，

多くの農林家がカラマツ林経営に対しての意欲を

なくし，カラマツ林業離れ現象が目立つようにな

りました。

カラマツ林業展開期には主要な役割を果たして



▲間伐手遅れのために，湿雪により被害を受けたカラマツ林

いました紙・パルプ産業も，原料確保の心配がな

くなって，カラマツ林経樹から手を引いていきま

した。林野行政の方向は，なおも続いて林業生産

力を増大することでしたので，森林開発公団や長

野県造林公社の公営造林によって，カラマツ造林

実行面積を何とかして確保し，カラマツ林業を支

えようとする努力が続けられましたが,1980(I1召

45）年にもなりますと，公営造林でいくら支えま

してもどうしようもなくなり，カラマツ造林実行

面積は大きく減り，カラマツ林業の停滞もさらに

深まりました。

さらに1981(I1fi46)年のドルショックを契機と

して，長野県の山林の買い占め現象が始まり，林

地価格は異常な高騰を示すようになりましたdま

た，長野県のカラマツ林業地帯でゴルフ場・別荘

地・レジャーランドなどとリゾート|淵発が進んで，

カラマツ林業の生産基盤が破壊されるようになり，

カラマツ林業離れがさらに進みました。それに加

えて，高度経済成長がもたらした生活環境の悪化

が深刻化するにつれて，自然環境としての森林に

対して高い期待が寄せられるようになり，森林の

伐採を脊定し，森林は環境保全のためにのみ必要

であるというような極論が力を得て，リゾー1､地

に多いカラマツ林業地は，その頂接的な攻撃の標

的とされたのでした。

■おわりに■

バブル経済ははじけました。カラマツ林業に対

する風当たりは弱まったものの，後遺症はなお強

く残っています。また，国有林経営が環境林業の

方向にシフl､されたことも民有林のカラマツ林業

経営に大きな影響を与えています。

長野県民有林のカラマツ林業は，これからもカ

ラマツ材を生産しながら森林の環境保全機能や文

化的機能をも高めていかなければならないのです。

そのために，カラマツ林経営の原点に戻って，そ

れぞれの地域に適した育林方法でカラマツ林を育

てていくように軌道修正が行われています。その

手がかりが得られるためにも，本稿ではカラマツ

林業生成期のことをやや詳しく書いておきました。

そして，これからの新しいカラマツ林業への道に

ついては，ここでは書かないことにしました。

ところで，先日カラマツ林業の中心地であった

川上村を訪れました。1960（Ⅳ{:35）年ごろまで

は，村内のすべての水田でカラマツ苗木が育成さ

れていて，年間に約1,000万本の山行苗と約1億

本の幼苗を生産し，出荷していました。そして周

辺の山にはカラマツが余すところなく植栽されて

いて，淡い緑色で輝いていました。そのようにカ

ラマツで取り囲まれていました山村風景が，今で

は大きく変わってしまっていました。かつてカラ

マツの苗木を生産していた水田だけでなく，周辺

のカラマツ林までが開墾されて，見渡すかぎりの

レタス畑になっていたのです。カラマツ苗木生産
ちよう

やカラマツ林業の凋落した姿をまざまざと見せ

つけられた思いがしました。

しかし，山へと入っていきますと，カラマツ林

業生成期につくり上げられ，今も残されているカ

ラマツ高齢林を見ることができました。やはり川

上村はカラマツ林業の中心地なのです。そして，

このようなカラマツ林内にたたずんでいるうちに，

原点に戻って地域に適したカラマツ林経営を心が

けていけば,21世紀に通用するカラマツ林業地域

を造り上げていけるという確信を得ることができ

ました。20世紀の100年は，カラマツ林業の基盤

を造る期間だったのです。そして，21世紀こそを

カラマツ林業を確立していく世紀にしていかなけ

ればならないのです。
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施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

モ
デ
ル
林
は
、
ア
ス
ン
シ
オ
ン
市
近

郊
の
牧
野
や
農
耕
放
棄
地
に
、
パ
ラ
グ

ア
イ
で
は
珍
し
い
分
収
造
林
契
約
に
よ

り
地
上
権
を
設
定
し
造
成
箇
所
と
し
た
。

ま
た
、
間
伐
材
利
用
技
術
の
開
発
に
つ

い
て
は
、
イ
タ
プ
ア
林
業
セ
ン
タ
ー
の

製
材
・
木
工
施
設
を
利
用
し
て
実
施
す

る
こ
と
と
し
た
。

【
活
動
の
成
果
｝
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実

施
期
間
は
、
二
○
○
一
年
四
月
ま
で
で

あ
り
、
ま
だ
成
果
を
う
ん
ぬ
ん
で
き
る

段
階
に
は
な
い
が
、
中
間
地
点
で
の
評

価
と
し
て
記
述
す
れ
ば
、
活
動
を
通
し

て
普
及
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
技
術
マ
ニ
ュ
ア

ル
、
啓
蒙
ビ
デ
オ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

▲普及員の訓練（閉講式の記念撮影）

の
普
及
資
機
材
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
整
備
さ
れ
た
資
機
材
を
活
用

し
た
造
林
普
及
員
の
活
動
も
展
開
さ
れ

て
お
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
区
域
内

に
五
カ
所
の
普
及
区
が
設
け
ら
れ
、
そ

の
中
に
は
受
益
者
自
ら
が
作
成
し
た
造

林
計
画
に
よ
り
、
苗
木
生
産
や
造
林
を

始
め
た
地
区
も
あ
る
。

各
活
動
分
野
ご
と
に
訓
練
用
テ
キ
ス

ト
も
作
成
さ
れ
、
モ
デ
ル
林
も
造
成
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
を
教
材
や
実
習

地
と
し
て
、
普
及
員
、
地
域
リ
ー
ダ
ー

等
受
講
者
別
に
、
す
で
に
七
コ
ー
ス
、

一
七
○
名
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
の

訓
練
を
実
施
し
て
お
り
、
現
地
研
修
と

し
て
参
加
型
普
及
手
法
の
担
い
手
と
な

▲住民による苗畑作業（ウパネ市の重点普及区で）

る
社
会
林
業
推
進
プ
ロ
モ
ー
タ

ー
の
育
成
セ
ミ
ナ
ー
も
実
施
し

た
。
ま
た
、
採
種
林
か
ら
採
ら

れ
た
種
子
は
、
発
芽
検
定
が
な

さ
れ
て
貯
蔵
さ
れ
て
お
り
、
必

要
な
者
に
は
い
つ
で
も
、
産
地

が
明
ら
か
な
種
子
を
配
布
で
き

る
体
制
が
砿
い
つ
つ
あ
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
と
し

て
は
、
ほ
ぼ
予
定
に
沿
っ
た
成

果
を
ｋ
げ
っ
つ
あ
る
と
考
え
て

い
る
が
、
問
題
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動

は
、
日
本
側
が
派
遣
す
る
専
門

家
と
供
与
す
る
機
材
、
相
手
国

の
担
当
職
員
お
よ
び
運
営
経
費

の
負
担
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が

基
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
国
家

財
政
の
悪
化
を
理
由
に
、
パ
ラ

グ
ア
イ
側
の
運
営
経
費
の
負
担

が
急
速
に
悪
化
し
て
き
て
い
る

の
で
あ
る
。
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【
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
分
野
］
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
日

本
と
パ
ラ
グ
ア
イ
側
双
方
で
合
意
し
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
標
は
、
「
森
林
関
係

者
に
対
す
る
持
続
的
利
用
可
能
な
森
林

資
源
の
造
成
に
係
る
知
識
と
技
術
の
普

及
」
で
あ
り
、
「
普
及
機
関
の
活
動
が
強

化
さ
れ
、
森
林
関
係
者
の
資
質
が
向
上

す
る
」
こ
と
が
、
成
果
と
し
て
求
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
地
域

は
、
パ
ラ
グ
ア
イ
東
部
地
域
の
中
で
、

特
に
森
林
消
失
が
著
し
い
と
さ
れ
る
ア

ス
ン
シ
オ
ン
市
近
郊
、
Ｃ
・
オ
ピ
エ
ド

市
Ｉ
Ｃ
・
エ
ス
テ
市
、
イ
タ
プ
ア
県
の

三
地
域
で
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動

の
対
象
者
は
、
普
及
担
当
者
と
し
て
の

20¥§

I
ブラジル

一一－一／-、
、

ｌ
０
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
’
１
１
１
１

ﾐとｱｿﾉﾉ

－－

林
野
局
職
員
お
よ
び
農
業
普
及
員
等
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
受
益
者
と
し
て
の
農
業

従
事
者
や
牧
畜
従
事
者
等
で
あ
っ
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
成
果
を
達
成
す

る
た
め
森
林
関
係
者
の
訓
練
、
普
及
手

法
の
改
良
、
苗
木
生
産
体
制
の
強
化
、

間
伐
材
利
用
技
術
の
開
発
、
モ
デ
ル
林

の
造
成
、
参
加
型
農
村
調
査
の
実
施
、

の
六
つ
の
分
野
の
活
動
に
取
り
組
む
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

に
専
門
家
と
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
が
配

置
さ
れ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
が
実

質
的
に
開
始
さ
れ
た
の
は
、
専
門
家
と

カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
が
作
成
し
た
活
動

計
画
を
、
地
域
の
普
及
機
関
と
な
っ
た

林
業
セ
ン
タ
ー
や
普
及
苗
畑
の
職
員
に

説
明
し
た
以
降
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期

アスンシオン地域

》

イタブア地域

0km1002004()0

6(〕.'W

▲プロジェクトの活動地域

は
、
専
門
家
全
員
が
パ
ラ
グ
ア
イ
に
着

任
し
た
翌
月
の
こ
と
で
あ
る
。

【
普
及
体
制
を
整
え
る
］
日
本
の

一
・
一
倍
の
国
土
面
積
を
持
ち
な
が
ら
、

統
計
ｔ
に
示
さ
れ
た
造
林
而
穣
は
約
二

万
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
造
林
が
緒
に
就
い
た

ば
か
り
の
国
で
そ
の
普
及
を
進
め
て
ゆ

く
た
め
に
は
、
普
及
体
制
の
整
備
や
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
受
益
者
の
掘
り
起
こ
し
ば

か
り
で
な
く
、
種
子
や
苗
木
等
、
普
及

に
必
要
と
な
る
造
林
材
料
の
生
産
・
供

i涜錫ご・瀞の．

阿久津雄三林野庁藍杳宝啓杳官

動を展開する活 を41 展■

給
体
制
も
一
体
的
に
整
備
す
る
必
要
が

あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
普
及
機
関
と

な
っ
た
林
業
技
術
普
及
セ
ン
タ
ー
や
三

カ
所
の
林
業
セ
ン
タ
ー
等
に
は
造
林
普

及
員
が
配
置
さ
れ
、
専
門
家
や
カ
ウ
ン

タ
ー
パ
ー
ト
の
指
導
の
も
と
、
造
林
希

望
者
の
掘
り
起
こ
し
や
ニ
ー
ズ
調
査
を

行
う
体
制
が
整
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、

種
苗
の
供
給
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、

採
種
林
の
設
定
や
苗
畑
の
改
良
も
行
わ

れ
た
。
、
体
制
整
備
の
進
展
状
況
に
合
わ
せ
て
、

普
及
員
や
普
及
エ
リ
ア
の
地
域
リ
ー
ダ

ー
等
の
訓
練
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
訓
練
は
、
新
築
さ
れ
た
林
業
技
術

普
及
セ
ン
タ
ー
に
受
講
者
を
集
め
、
専

門
家
と
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
が
準
備
し

た
教
材
を
基
に
、
主
に
カ
ウ
ン
タ
ー
パ

ー
ト
が
講
師
と
な
っ
て
一
～
二
週
間
の

期
間
で
実
施
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。

ま
た
、
住
民
参
加
型
普
及
手
法
の
実
証

の
よ
う
に
地
域
を
特
定
し
た
テ
ー
マ
に

つ
い
て
は
、
現
地
で
セ
ミ
ナ
ー
を
開
識

す
る
等
の
訓
練
手
法
も
試
み
る
こ
と
と

な
っ
た
。

モ
デ
ル
林
の
造
成
や
間
伐
材
の
利
用

技
術
の
開
発
は
、
成
果
の
展
示
に
対
す

る
期
待
と
と
も
に
実
地
訓
練
の
場
と
し

て
も
重
要
な
と
こ
ろ
か
ら
、
活
動
を
専

門
家
と
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
自
ら
が
実
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qさまざまなタイプのスノーシュー。左端と

左から3番目が今流行のもの

型
で
先
端
部
が
キ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ
に
適
し
て
い
る
フ

ラ
ン
ス
Ｒ
社
製
の
も
の
を
森
林
地
帯
で
の
カ
モ
シ
カ

調
査
に
多
用
し
て
き
た
。
内
側
が
カ
ー
ブ
し
て
い
る

形
状
は
ダ
テ
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
ワ
カ
ン
が
足
を

外
側
に
振
り
回
す
よ
う
に
し
な
い
と
足
が
も
つ
れ
て

し
ま
う
の
と
違
っ
て
、
歩
行
ス
ピ
ー
ド
が
軽
快
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
最
近
、
都
内
の
登
山
専
門
店
で
聞

い
た
ら
、
「
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
に
押
さ
れ
、
中
途
半
端
の

長
さ
な
の
で
輸
入
を
や
め
ま
し
た
」
と
話
し
て
い
た
。

今
、
は
や
っ
て
い
る
長
楕
円
タ
イ
プ
は
、
起
伏
量

が
少
な
い
丘
陵
地
帯
で
考
案
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
道
具
と
い
う
の
は
、
生
活
の
背

景
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
購
造
・
形
態
が
決
定
さ
れ

る
も
の
で
あ

一
口

献
か
ら
も
わ
か
る
。
江
戸
時
代
の
雪
国
の
暮
ら
し
ぶ

り
を
克
明
に
記
録
し
た
鈴
木
牧
之
の
『
北
越
雪
譜
』

に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
か
ん
じ
き
は

古
訓
な
り
。
里
俗
か
じ
き
と
い
ふ
。
た
て
一
尺
二
三

寸
よ
こ
七
寸
五
六
分
、
形
図
の
如
く
ジ
ャ
ガ
ラ
と
い

ふ
木
の
枝
に
て
作
る
。
鼻
は
反
し
て
ク
マ
イ
ブ
と
い

ふ
蔓
又
は
カ
ヅ
ラ
と
い
ふ
つ
る
を
も
用
ふ
。
山
漆
の

肉
付
の
皮
に
て
巻
か
た
む
。
是
は
前
に
図
し
た
る
沓

の
下
に
は
く
も
の
也
、
雪
に
ふ
み
こ
ま
ざ
る
た
め
な

り
」
。
こ
こ
に
記
述
さ
れ
た
材
質
や
形
状
は
大
い
に
参

考
に
な
る
が
、
隣
町
に
住
む
私
の
知
人
な
ど
は
、
輪

カ
ン
ジ
キ
を
ス
ギ
、
オ
オ
バ
ク
ロ
モ
ジ
の
枝
で
作
っ

て
い
た
。
な
お
、
前
掲
害
に
は
、
〃
す
か
り
〃
と
い
う

ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
の
よ
う
な
大
型
カ
ン
ジ
キ
を
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
イ
ラ
ス
ト
で
紹
介
し
て
い
る
。

●
ノ
ウ
サ
ギ
劇
場

ス
キ
ー
ヤ
ー
が
巻
き
上
げ
る
雪
煙
の
向
こ
う
に
ケ

モ
ノ
の
足
跡
を
見
つ
け
た
。
数
少
な
い
〃
残
置
情
報
″

か
ら
、
時
系
列
的
に
行
動
を
再
現
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
始
め
る
。
コ
ー
ス
脇
の
ミ
ズ
ナ
ラ
が
優
占
す
る
斜

面
か
ら
真
っ
す
ぐ
に
つ
け
ら
れ
た
ト
レ
ー
ス
の
末
端

に
緑
片
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
ケ
モ
ノ
が
そ
こ
で
何

か
を
し
て
い
た
の
だ
。
「
き
っ
と
こ
こ
は
台
所
」
「
食

事
し
た
の
よ
」
と
、
主
婦
ら
し
い
発
言
が
続
く
。
緑

片
は
イ
ヌ
ッ
ゲ
だ
っ
た
。
わ
ず
か
に
顔
を
出
し
た
常

緑
の
イ
ヌ
ッ
ゲ
を
掘
り
出
し
て
採
食
し
た
の
は
、
ノ

ウ
サ
ギ
で
あ
る
。

興
味
や
好
奇
心
の
対
象
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

自
然
観
察
は
「
フ
ァ
ク
ト
フ
ァ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
の

基
層
も
成
す
こ
と
が
、
こ
ん
な
場
面
か
ら
も
い
え
る
。

ノ
ウ
サ
ギ
は
特
徴
的
な
足
跡
を
つ
け
る
。
そ
こ
で
、

「
ウ
サ
ギ
は
ど
っ
ち
か
ら
来
ま
し
た
か
？
」
足
跡
読
み

を
行
う
。
ス
キ
ー
に
よ
る
一
刹
那
の
滑
降
で
は
見
落

と
し
て
し
ま
う
「
ノ
ウ
サ
ギ
劇
場
」
で
の
演
目
。
代

表
タ
イ
ト
ル
は
、
「
足
跡
」
・
「
食
痕
」
お
よ
び
「
ナ
ラ

の
冬
芽
の
戦
略
」
で
あ
る
。

ヒ
ガ
ラ
・
コ
ガ
ラ
な
ど
カ
ラ
類
の
混
群
が
頭
上
を

過
ぎ
て
ゆ
く
。
家
族
ス
キ
ー
ヤ
ー
の
子
供
が
父
親
に
、

「
あ
の
人
た
ち
何
を
履
い
て
い
る
の
？
」
と
聞
い
て
い

る
。
子
供
の
み
な
ら
ず
、
ゲ
レ
ン
デ
周
辺
を
出
入
し

て
い
る
私
た
ち
は
、
さ
ぞ
奇
妙
な
一
団
に
見
え
た
こ

と
だ
ろ
う
。

斜
面
を
登
り
き
る
と
、
待
望
の
樹
氷
が
目
に
飛
び

込
ん
で
き
た
。
林
立
す
る
純
白
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
。
歓

声
が
上
が
る
。
「
樹
氷
は
初
め
て
」
「
今
日
来
て
よ
か

っ
た
」
。
さ
さ
や
か
な
雪
上
自
然
観
察
ウ
オ
ー
ク
を
企

画
し
て
う
れ
し
い
の
は
、
参
加
者
の
こ
ん
な
感
想
を

聞
く
と
き
だ
。

振
り
返
る
と
、
薄
墨
色
の
空
の
向
こ
う
に
岩
木
山

が
端
正
な
コ
ニ
ー
デ
形
式
の
山
容
を
見
せ
て
い
る
。

目
を
右
に
移
す
と
、
青
灰
色
の
陸
奥
湾
。
そ
の
そ
ば

に
見
え
る
三
角
形
の
フ
ァ
サ
ー
ド
を
持
つ
特
徴
的
な

建
物
は
、
青
森
県
観
光
物
産
館
「
ア
ス
パ
ム
」
だ
。

青
森
市
内
の
建
築
物
が
ク
ラ
ス
タ
ー
と
な
り
、
わ

が
町
青
森
市
を
形
造
っ
て
い
る
。
ふ
と
、
私
の
母
校

（
青
森
高
校
）
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
Ｓ
Ｌ
Ｔ
（
シ

ン
グ
ラ
イ
ク
ト
ー
キ
ン
グ
）
が
青
森
市
に
贈
っ
た
曲
、

「
国
○
国
①
ｓ
ｏ
弓
ど
の
三
番
の
一
節
「
風
に
舞
う
粉
雪

も
春
の
花
に
変
わ
る
」
が
思
い
浮
か
ぶ
。
参
加
者
に

は
、
私
の
頭
の
中
に
こ
ん
な
フ
レ
ー
ズ
が
流
れ
て
い

た
と
は
知
る
よ
し
も
な
い
。

（
青
森
県
西
地
方
農
林
事
務
所
総
括
主
幹
）
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「
」
戸
「
行
『

季
節
の
移
る
い
は
早
い
。
し
か

し
、
山
岳
地
帯
は
い
ま
だ
深
い
雪
。

今
少
し
、
去
り
ゆ
く
季
節
を
思
い

出
し
て
み
る
。

●
ス
キ
ー
場
へ

「
わ
あ
、
こ
の
木
、
重
そ
う
で
か

わ
い
そ
う
。
だ
れ
も
雪
降
ろ
し
し

て
く
れ
な
く
て
！
」

雪
中
の
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
に

同
情
す
る
女
性
。
半
年
前
、
転
勤

し
た
夫
と
と
も
に
東
京
か
ら
青
森

市
に
や
っ
て
き
た
主
婦
だ
。
ビ
ー

ル
ビ
ン
ほ
ど
の
太
さ
の
枝
が
雪
を

載
せ
て
垂
れ
下
が
り
、
斜
面
上
の

雪
と
一
体
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
こ
れ
、
さ
っ
き
ま
で
見
て
き
た

木
と
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
ね
」
と
今
度

は
別
の
女
性
。
ブ
ナ
等
広
葉
樹
と
、

目
前
に
し
た
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ッ

と
の
樹
形
の
違
い
に
気
づ
い
て
の

発
言
で
あ
る
。
雪
山
は
新
し
い
発

見
の
場
だ
。

今
年
二
月
初
め
、
私
の
主
宰
す

る
「
青
森
ネ
イ
チ
ャ
ー
ウ
オ
ー
ク

倶
楽
部
」
は
、
雪
上
自
然
観
察
会

を
行
っ
た
。
題
し
て
、
「
ス
ノ
ー
シ

ュ
ー
ネ
イ
チ
ャ
ー
雪
ウ
オ
ー
ク
八

甲
田
」
。
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
青
森
市
か
ら

南
へ
約
三
○
キ
ロ
、
車
で
約
四
○

分
の
八
甲
田
ス
キ
ー
場
周
辺
だ
。

あ
え
て
ゲ
レ
ン
デ
に
隣
接
す
る
森
林
を
自
然
観
察
の

場
に
選
ん
だ
の
は
、
次
の
五
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

①
ス
キ
ー
場
と
い
う
人
為
的
に
森
林
環
境
が
改
変

さ
れ
た
場
所
で
も
、
ひ
っ
そ
り
と
だ
が
、
た
く
ま
し

く
野
生
が
息
づ
き
、
そ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

②
標
高
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
森
林
の
垂
直
分
布
が
確

認
で
き
る
こ
と
、
③
厳
冬
期
の
贈
り
物
、
北
八
甲
田

の
樹
氷
が
望
観
で
き
る
こ
と
、
④
登
高
に
よ
る
新
た

な
〃
視
点
場
″
が
確
保
で
き
、
新
鮮
な
景
観
が
発
見

で
き
る
こ
と
、
⑤
ス
キ
ー
場
は
、
ス
キ
ー
、
ス
ノ
ー

ボ
ー
ド
な
ど
下
降
用
の
ア
イ
テ
ム
の
独
壇
場
で
は
な

く
、
歩
行
お
よ
び
登
高
専
用
シ
ー
ル
を
利
用
す
る
「
ネ

イ
チ
ャ
ー
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
」
の
場
と
も
な
る
〃
作
業

仮
説
″
を
検
諦
す
る
こ
と
。

専
用
ツ
ー
ル
と
し
て
は
、
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
（
洋
カ

ン
ジ
キ
）
を
選
ん
だ
。
描
造
形
態
は
、
長
楕
円
金
属

フ
レ
ー
ム
型
や
Ｆ
Ｒ
Ｐ
型
が
主
流
で
あ
る
。
冬
山
登

山
者
の
必
需
品
で
あ
っ
た
木
製
の
伝
統
的
な
「
輪
カ

ン
ジ
キ
」
は
今
や
民
芸
品
同
様
だ
が
、
価
格
は
前
者

に
比
べ
数
分
の
一
で
す
む
。

さ
て
、
今
、
流
行
の
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
を
履
け
ば
、
ふ

だ
ん
近
づ
け
な
い
場
所
へ
行
動
範
囲
が
広
が
り
、
足

跡
・
冬
芽
・
積
雪
に
よ
る
樹
形
の
変
形
の
観
察
と
い
っ

た
、
冬
季
な
ら
で
は
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
可
能
と
な
る
。

●
ト
ラ
ブ
ル
出
来

朝
十
時
、
ス
キ
ー
場
の
山
荘
前
出
発
。
今
回
の
参

加
者
は
、
青
森
市
を
中
心
に
驍
岡
市
や
八
戸
市
な
ど

広
い
範
囲
か
ら
集
ま
っ
た
三
十
～
五
十
代
の
女
性
を

は
じ
め
、
ア
ウ
ト
ド
ア
誌
に
も
情
報
提
供
し
た
た
め

か
、
二
十
代
の
男
性
も
参
加
し
、
総
勢
二
十
人
。

こ
の
季
節
、
八
甲
田
は
厳
冬
の
は
ず
だ
が
、
そ
の

日
は
青
空
も
時
折
の
ぞ
く
ア
ウ
ト
ド
ア
日
和
。
樹
氷

に
も
期
待
が
商
ま
る
。
し
か
し
出
発
に
あ
た
り
、
ち

ょ
っ
と
し
た
ト
ラ
ブ
ル
が
持
ち
上
が
っ
た
。
ゲ
レ
ン

デ
上
方
に
向
か
う
リ
フ
ト
に
乗
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

カ
ン
ジ
キ
を
腰
い
て
リ
フ
ト
に
乗
る
こ
と
は
禁
止
と

い
う
の
で
あ
る
。
リ
フ
ト
関
係
者
も
気
の
毒
が
る
が
、

規
則
だ
か
ら
ノ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

最
近
、
ス
キ
ー
場
で
気
づ
く
こ
と
は
、
滑
走
用
具

あ
い
ま
い

自
体
の
境
界
の
暖
昧
さ
が
加
速
さ
れ
、
〃
何
で
も
あ

り
″
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

だ
が
、
超
短
ス
キ
ー
や
、
新
型
と
さ
れ
る
締
具
の
構

造
を
点
検
す
れ
ば
、
以
前
に
流
行
し
た
基
本
様
式
の

枠
組
み
を
少
し
も
出
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ア

ウ
ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
興
隆
の
時
代
と
規
制
措
憧
。
こ

の
点
で
、
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
は
い
ま
だ
市
民
権
を
得
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
他
の
地
域
に
お
い
て
は
い

か
が
だ
ろ
う
か
。

結
局
、
ス
キ
ー
場
管
理
者
の
了
解
を
取
り
、
ゲ
レ

ン
デ
の
右
隅
を
ゆ
っ
く
り
と
参
加
者
が
中
高
年
主
体

と
い
う
年
齢
構
成
を
考
慮
し
、
観
察
ス
ポ
ッ
ト
で
一

息
入
れ
な
が
ら
登
る
こ
と
に
し
た
。

●
カ
ン
ジ
キ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

ネ
イ
チ
ャ
ー
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
を
開
始
す
べ
く
、
ア

ウ
ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
「
二
つ
の
準
備
」
の
一
つ
、

「
道
具
の
準
備
」
の
コ
ー
ナ
ー
に
入
る
。
私
が
使
用
し

て
い
る
外
国
製
二
種
類
の
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
の
実
物
を

見
せ
な
が
ら
そ
の
特
徴
を
話
す
。
ま
ず
、
外
見
の
違

い
か
ら
。
写
真
の
左
は
、
今
、
流
行
し
て
い
る
金
属

パ
イ
プ
の
長
楕
円
型
だ
。
し
か
し
起
伏
の
多
い
山
岳

地
帯
で
は
、
急
斜
面
の
蹴
り
こ
み
が
難
し
く
、
登
高

に
は
コ
ツ
が
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
私
は
、
よ
り
小
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帰納法により達成されるというの

が近代科学の立場である。つまり，

たくさんの事例を調査し，その結

果についてそこに共通して横たわ

る真実を抽出しようとするのであ

る。しかも，その事例は相互に比

較できるという条件を満たしてい

なければならない。つまり，極論

すれば，微細にわたる山のような

データを前に，科学的なものの考

え方が十分に働くことが実は重要

であり，また，それらが一定のル

ールに従って比較詔面できること

が重要なのである。

先日，小学校児童の暴力行為に
ついてのアンケート結果を新聞が

扱っていた。数年前に行われた同

様のアンケートの結果と比較して，

校内暴力が増えているというもの

であったが，以下のような表現で

説明されていた。

「…前回の調査と方法が異なる

ので比較はできないが，明らかに

校内暴力は増えている」

比較できないものを比較して得

た結論にどんな意味があるだろう

造雄二の5,瞬動らセ

科学的に

考えるとし

ﾐﾅｰ⑪
＜新連載＞

井出雄二の(､r､タ

ーマ

1うこと

性を見いだそうとするのである。

森林の研究においても，昔は林

尺と測高器，若干の測量用具と豊

富な植物の知識，土壌の分析技術

などがあれば，森林についてそれ

なりの理解ができた。しかし，現在

ではそうした古典的な手法も健在

とはいうものの，衛星による観測，

DNAの分析，呼吸や蒸散の測定な

ど森林科学のあらゆる分野で新し
い手法によるデータの収集が行わ

れている。しかし，データの精密化

や量的な充実がそのまま自然現象

の科学的理解を高めることになる

かというとそういうわけでもなさ

そうである。

ある自然現象の普遍的な理解は，

自然界に横たわる真実を探求す

るというのは，科学者に課せられ

た最も重要な課題であるとだれも

が思っている。何が真実で何が真

実でないか，この判断はきわめて

難しい。だれもが，自然の営みに

はそれ自体に自律的な法則があり，

きちんと調べさえすればそれが明

らかになると考えている。

そうした自然の法則性を明らか

にするための科学的な分析手法と

思考法が開発されてきたといって

よい。現代では非常に高度な分析

や測定ができる機器が発達して，

資料さえ放り込めば精密なデータ

が次々と得られる。これを解釈し

て，そこに横たわる何らかの法則

１
３

田
岡
脚
、
旧
抱
く
隅
柵
佃
叩
刻
詔

－ －＝

~呵

羅正壷彙 世界の木材製品の輸出の動向輸出木 の界統

芭磁

▼図①世界の木材輸出量の推移(1970年＝100） ▼図②木材製品の生産量に対する輸
出量の割合の推移

国連食糧農業機

関(FAO)による

と，木材の輸出は，

数量，金額ともに

昭和45年(1970)

から上昇傾向にあ

る。

平成IO年(1998)

の産業用材の輸出

数量は,昭和45年

に比べて29％増

加し，’億2,000

万nfとなっている。

その他の木材製品

の輸出数量も誉加

しており，製材品

60(）

蒄一座業剛判
÷製材

絹
502

合恢朝500

/;‘
10

2510(）

_/ノ
紙・仮祇 割

０
５
２
１
合
（
％
）

f()0
／ ノ

209 水間バルブ

製材

巌粟用材

2(】0
10

６
９
９
２
１
１

一
、
ハ
Ｕ

100
＝

1970809098(年）

資料;FAO｢STATISTICSDATABASE」
(I999年6月現在で有効なもの）

0

1970727.176788082818688"92949698(年）

資料:FAO｢STATISTICSDATABASE｣(I999年6月19日時点で

有効なもの）

注:1970年をI00としたときの数値である。
日
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ムコラqD ●
嘩篭･p

か。この報告をした記者は，明ら

かに校内暴力は増加しているとい

う予断を持ってデータを解釈して

いる。

われわれもまた，このような誤

った解釈を冒す危険に常にさらさ

れている。経験のある研究者は，

たくさんの事実を見るがゆえに，
自然のありさまに対して自分なり

の心象を持っている。それがデー

タを見る目を曇らせるかもしれな

い。

また，経験の少ない者にとって

は，これまでに書かれたもの，聞
かされたものが妨げになるかもし

れない。

まだ手をつけていない課題や分

析をしていない試料を前に，事実

と真実の違い，本当に科学的な考

え方とは何なのかちょっと考える

時間が必要だ。

霧
，
＃

昨年7月に「森林･林業･木材産業基本政策検討会

報告」が公表されました。検討会そのものの目的が

基本的課題の整理にあったのでしょうが,｢検討すべ
きである」「推進すべきである」「取り組むべきであ

る」等々の言い回しで，これからの具体的な政策の

構築が期待される内容であります。

ところで，国際化時代,大競争化時代にあって｢市

況｣という魔物は常について回るわけですが，「果た

して，日本で林業は成り立つのか？」という点で，

｢コスト削減に際限なし」とはいうものの，そのシナ
リオがうまく描けるものなのか？

自給率は20％程度に低下し,求められる品質も多

様化する中で「需要の拡大」と「木材価格のアップ」
とが連動するものなのかがはなはだ疑問なところで

す。「需要の拡大」は山の手入れを行ううえで｢森林

の健全性」に結びつくほうが強い感があり，そこに

再生産に必要な収益が確保でき，林業を生業として

経営できれば幸いなのですが…。

その点で，今回は問題意識の共有を図る点にあっ

たものの「森林政策」と「林業政策」を一体として

とらえることにどこか無理が生じてくるのではない

かという不安がぬぐいきれない思いがあります。

従来の「公益的機能は林業の振興を図る結果とし

て発揮される」との前提が大きく変化したというと

らえ方での報告内容ですが，何が優先されるべき課

題なのか，ますます混沌としてきた感もあります。

その中で，「持続的」「持続可能な森林経営」という

言葉が盛んに使われています。国際的に推進すべき

方向に通じるものという理解はできるものの，では

その規範となる「日本」における政策，制度をどこ

に求めるべきなのか？森林計画制度の認定を受けて

いるといっても，計画制度自体には『環境」という

表現はなく，国際的に通用する内容に改正するのが

望ましいと考えます。

その場合に，言葉の定義について広く一般に理解

してもらう必要もあるかと思います｡｢持続可能な森

林経営」にしても直訳的な印象が強く，その内容に

どうかかわっていくべきなのかを，政策なり制度の

改正を行ううえでも，またそういった環境を醸成す

るうえでも，もっともっとアピールしていく必要が

あると思います。それもわかりやすい表現で！

（不詳）
（この欄は編集委員が担当しています）

(いでゆうじ／東京大学大学院

農学生命科学研究科生圏システム
学専攻森圏管理学研究室教授）

と木質パルプでは，それぞれほぼ

2倍の’億1,000万m',3,500万

tに，紙･板紙はほぼ4倍の8,800

万tに，合板等はほぼ5倍の

5,000万㎡に達している（図①)。

また，生産量に対する輸出量の

割合も,昭和45年と比べて全体的

に増加している(図②)。製材品の

輸出割合は，昭和45年の’4％か

ら平成iO年(I998)の26%に，

合板等は’4％から32％へと増加

している。

その他の製品の平成10年の輸

出割合についても，産業用材が8

％と，’0％以下である以外は，木

質パルプは22％,紙･板紙は30％

となっており，産業用材のような

丸太よりも，合板等や紙・板紙な

どの加工され付加価値の高い製品

の輸出が増加している。

一今一切一二
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蕊’ムのコラ ● 畦

…錫一旬

ｈ
当
愼
迩
濡
錘
腱
Ｍ
汀
離

一ン〈北海道森林管理局帯広分局支部〉
リヘン根釧東部森林管理署根室事務所管内の

ｲﾁｲ純林保謹林
１

甲
＃
§
ｒ
牌
§

イチイ純林保護林が所在する｜

林班は,根室市街より南南西約6．5

1〈mの花咲港に近接し，北海道で最は,669本のイチイがあり，平均胸
東端の国有林となります。当該保高直径32cm,平均樹高9m,最大
護林は，そのほぼ中央に位置する胸高直径76cmとなっています。

ｲﾁｲの混交歩合が高い『純林区」乏鯛誕聯,剤麓
約|haと，イチイの混交歩合のや

一番長寿で一番太い樹」として親

や低い「周辺区」約4haから成つしまれています。
ています。「純林区」には,310本 イチイは一般に他の樹種の問に

のイチイがあり，平均胸高直径34孤立的にまたは小さな樹群として

Cm7平均樹高I0m,最大胸高直径生育し，森林の下層に位置してい

60cmとなっています｡｢周辺区｣にます。しかし，ここでは高密度で

一一画薯一一一△■腫緬一…一二一一

根室の地名は，アイヌ語の「ニ

ムオロ（樹木の繁茂する所)」から

転化したものと言われています。

この地域が，かつてはうっそうと

した森林に覆われていたものと想

像されます。現在も市内には落石

岬のサカイツツジ（樺太以北の生

育地から隔離分布しているもので

自生地は天然記念物となっていま

す）やシマフクロウが生息する森

林など，優れた自然環境が多く残

されています。
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：
：
島
自
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謄
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|:．.,酌一一画‐･蝉 一~一一ー＝_… ざ 二－，一

だが，このような状況も長くはI

続かなかった。プレカット加工の1

普及と，乾燥材へのニーズの高ま；

りにつれて，品質管理面において

難のあるｽギ柱の競争力が低下し,！
ヨーロッパ等からの輸入集成材にゞ

急速に市場を奪われていった｡しI
かも，それは柱角にとどまらず，‘

梁，桁，間柱や根太等の一般構造；

材にまで広がりつつある。

スギ材は，いま，大きな転換期‘

にあるのである。本書は，このよ両
うな転換期のスギ材問題に真っ正

面から取り組み，「スギの新戦略」

を構築しつつある事例を具体的に

紹介している。紹介された企業・

団体は59件に達し，その内容も，

プレカット加工を軸とする流通再

編葉枯らしから粗挽き天然乾燥，

人工乾燥に至る乾燥材生産，スギ

遠藤日雄編箸
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スギの新戦略I
住宅市場開拓編

発行所：㈱日本林業調査会
〒162-0845東京都新宿区市ケ谷本村町3-26ホワイト
ビル内云03(3269)3911FAXO3(3268)5261

2000年1月25日発行A5判,354頁

定価（本体2,381円十税）

おりであるが,1990年代後半には

建築用柱角のうちスギが4割も占

めていたことをご存じだろうか。

木材の自給率2割と聞けば，住宅

の中で最も需要量の多い柱角もほ

とんど外材と考えるのがあたりま

えだろう。しかし，木造住宅建築用

の柱角の分野では，九州地方にお

けるスギ間伐材の量産型製材エ場

の整備や米ツガの対日供給力の低
せっけん

下等によって，かつて市場を席捲

していた米ツガをスギ柱角がほぼ

完全に駆逐し，スギ優位の時代が

到来していたのである。

|縛穂麓震誕駕齪
’だ樹木である。単一樹種としては

i最も生産量，したがって需要量も
詞

大きく，住宅建築用材として欠く

＃ことのできない樹種である。しか
りし，本書はこのような「日本のス
’ギが泣いている」という。人工林

|’の成熟による資源圧の増大にもか
かわらず，スギ材の需要がいるん

！な事情でこれを大きく下回ってい

↓るからである。

Iところで,わが国の木材自給率
が2割にすぎないことは周知のと

ス
ギ
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略
１

噸
霞
翻
蠅
蹄
鰡
鯉
画
静榊

仙
的
虎

舜
危
州
撰

聴
小

郷
卿
綱
一
淵
卿
繍
膨

や、，一麺．些卸一■二軍．

⑳－林業技術No.6972000.4



ムコラ
誰

容

驚 ●●

林政拾遣抄

森林文化政策研究会の発足根室半島花咲港近くのイチイ群落。

保護林として保全が図られている。

純林を形成し，かつ上層に位置し

ていることから，極めて特異な群

落として学術的にも高く評価され

ています。

平成｜｜年｜月には，第7回r美

しい日本のむら景観コンテスト」

において全国森林組合連合会長賞

を受賞し,12月には韓国の放送局

の取材が行われるなど，近年多方

面からの関心が高まりつつありま

す。これに伴い，入林者も増加す

る傾向にあり，林内の踏み固め等

も懸念されるようになってきまし

た。根室事務所では，今後，観察

路の整備等を行うなど保護林の保

全を行うとともに，森林の役割や

効用を多くの方々に知ってもらう

ための「森林を見るつどい」など

の活動を通じ，この貴重な財産で

あるイチイ純林の保護を図ってい

くこととしています。

(北海道森林管理局帯広分局根釧

東部森林管理署根室事務所長

／山口正光）

基づく「市民政策研究会議」の

中からつくることを目的として

いる。その活動は，例会，大会

などの研究実践活動や，林政に

かかわる著書による思索活動な

どが予定されている。その思索

活動の第一弾が「森への憧慢」

第｜集一心に残るドイツの林学

者たち－（2000年1月｜日）

(写真②）の発刊である。

本書では，ドイツ林学の学説

の流れをたどりながら21世紀

の森林問題への理解を深めてい

く目次構成を取っている。’9世

紀から20世紀にかけて日本に

大きな影響を与えてきたドイツ

林学者たちの考え方や，それを

受け入れた明治以降のわが国林

政の歩みを振り返りながら,21'

世紀に向けての新しい林政づく

りへの発想が生み出されること

を期待する。特に，次の時代を

担う若い人たちを中心にこの機

運の盛り上がることを望みたい。

なお，本書の販売収益はすべ

て研究会の活動・運営費に充当

される。（筒井辿夫）

2000年1月30日に，四ツ谷

の主婦会館で森林文化政策研究

会の第｜回研究発表大会が国土

緑化推進機構50周年記念大会

と併催で開催された（写真①)。

発表者はいずれも21世紀を担

う30歳代の若者たち（泉桂

子･東大大学院修士，井上真・

東大助教授，鈴木真･小学校教

諭）で，それぞれ水源の森，里

山・共同体林，森林文化教育問

題など，重要課題の現代的意義

を問うたものであった。当日は

日曜日にもかかわらず，220名

を超す参会者があった。老若の

幅の多い年齢層，多種多様の職

業層の男女の方々で，あらため

て現在における森林問題，林政

課題の緊急性，重要性を再確認

したことであった。

森林文化政策研究会は’999

年9月にr新しい林政の在り方

はいかにあるべきか」の課題を

掲げて発足した（会長・筒井迪

夫，事務局は国土緑化推進機構

内)。これからの新しい林政を，

研究会参加者の自発的な発想に

材の集成材化の試み,LVLや合板，

MDF,パネル化等のスギ材による

新製品開発，川上から川下に至る

生産流通の組織化の試み，と多岐

にわたり，きわめて実践的である。

忙しくて通読できない人は，興味

のある章や節を拾い読みするだけ

でも多くの情報や示唆を得ること

ができる。スギ材の加工・流通に

携わる人はもちろん，山元でスギ

林業に携わる人にも読んでほしい

一冊である。

（九州大学農学部教授／堺正紘）

写真②一ｰ
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コラム●●

育成林とは，更新方法（天然更新，人工更新）

のいかんを問わず，ある目的の達成のために保育

などの管理のなされた森林のことであり，対語は

非育成林である。非育成林は天然林あるいは天然

生林の一部に該当しよう。近年，森林の多様な機

能を考慮した持続可能な森林の管理経営への認識

が広まってきており，そのために天然要素を高め

る施業などへの関心が高まっている。そのような

森林管理を論じるときに，かつてのように，天然

林と人工林という大分け

では対応に困ることが多

くなる。それに対して育

成林という用語が注目さ

れ，行政でも最近よく使

われるようになってきた。

問題の例を挙げよう。

造林学的には天然林とは

天然更新によって成立し

た森林のことであり，人

工林とは植栽または播種

により成立した森林のこ

とであるとしている。すなわち更新方法によって

天然林と人工林が分けられ，その後の保育管理の

あり方は問われていない。したがって天然更新で

成立した天然林は，その後どのように集約な間伐

や枝打ちを行おうとも，人工林ではなく天然林ま

たは天然生林である。あるいはまた，ある林分の

更新を天然更新と人工更新の両方を駆使して行っ

ていく場合も今後増えるであろうし，その場合の

呼び名も問題になる。「育成天然林施業」という

用語があるが，生態学や一般社会でとらえられて

いる天然林の意味からすると，「天然林」に「育

成」や「施業」という用語がくっつくことに違和

感が伴う。「天然生林施業」とすれば違和感は少

なくなる。

生態学的には，あるいは一般社会では，天然林

とは「人手の入っていない森林，または人手の入

り方の少ない森林，あるいは過去に人手が入って

I

り方の少ない森林，あるいは過去に人手が入って

いたが今は入っていない森林」などというとらえ

方が多いようである。そ

は,Managedforestと

Unmanagedforestが使われており，このManaged

forestが育成林に相当する＠

今後はこれまでとは違い，天然（生）林施業と

も人工林施業とも区別できない多様な施業が増え

てこよう。その場合，育成林施業という用語を使

えば混乱の多くは避けられよう。育成林の中に，

これまでからいっている純然たる人工林が含まれ

るが，純然たる人工林は今後とも人工林と呼べば

よいだろう。
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口大塚啓二郎=著，消えゆく森の再生学一アジア・アフリカの現地から，講談社（盃03-5395-3626)，
'99.11,224p･B6,¥660

口全国林業改良普及協会=編，森林・林業視察ガイドブック，全国林業改良普及協会(aO3-3583-
8461),'99.12,421p･B5,¥3,500

口堀靖人=箸，山村の保続と森林・林業，九州大学出版会(a092-641-0515),20001,227p・A5,
￥3,600

口遠藤日雄=編著，スギの新戦略I住宅市場開拓編，日本林業調査会(s03-3269-3911),2000.1,
354p･A5,¥2,381

口葉祥明=絵・文，森のささやき，出版文化社(a03-5821-5300),2000.1,36p･A4,¥1,500
口[林業改良普及双書（恥133～135）・全国林業改良普及協会発行］熊崎実=著，木質バイオマス発電
への期待(No.135),2000.1,182p・B6,¥923,/藤本猛=箸，山の法律相談室(NQ134),2000.2,
200p・B6,¥923,/伊藤信夫=箸,r全天候型」林業経営への挑戦－伊藤山林50年のあゆみ－
(Nq133),2000.2,160p･B6,¥923

コ大田伊久雄=著，アメリカ国有林管理の史的展開一人と森林の共生は可能か？，京都大学学術出版会
(075-761-6182),20001,387p･A5,Y4,500

｣E.S・モースー著，斉藤正二・藤本周一=訳，日本人の住まい，八坂書房(a03-3293-7975),2000.2,
401p・B6,¥2,800
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月4

主繼.団体／会場／行事内容等区分I行事：名｜‘－期_間
全国 第51向全国植樹祭 ㈹国土緑化推進機総(東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館内狂03-3262

-8451）・大分県／大分県民の森･平成森林公圃(大野郡大野町大字藤北)／
全国からの参加者による記念植樹など国民の森林に対する愛情を培うと
ともに，森林資源の確保，国土保全，環境保全に寄与する。
(；I)東京国際見本市協会（江東区有明3-21-1か03-553()-1121)/東京ビツ
グサイト西展示棟･屋外展示場（江東区有明3-21-8束京国際展示場内)/
側内外の依宅および住宅関連製品を一堂に展示し,住宅ビジネスの促進お
よび企業間の交流を図る機会を設け，住宅産業の振興・発展を目指す。
(柵聞少il鳶交友協会(東京都千代田区麹町4l-5a03-3262-7471)/日比谷公
側ほか全国の常設コースなど／人と自然とのかかわりを参加者が楽しく
学ぶことのできるグリーンアドベンチャー大会を爽施。

木もく倶楽部･東京の林業家と語る会（東京都練馬区束大泉2-15-51盃＆
FAXO3-3867-4757)/野村ビル地~ド1Fホール(新宿駅西口，安田海上火
災ビル製)／入場無料，入場自由（ただし定員400名)。

第22回石川県総合住宅展実施委員会（金沢市幸町12-1盃076-262-
6543)／石川県河北郡津幡町井上の荘／各種の工法による住宅および住宅
関連器材に関して,住宅需要者に正しい理解と知誠の普及を図ることを目
的とする。
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i
束京 粥23回束京国際グッドリ

ビングショー
127～30

I

全図 平成12
国グリ・
大会

第16匝
る会

12年度みどりの日全
リーンアドベンチャー

i回東京の林業家と語

4.29

東京 4.29

13:00~16:30

4.29～57石川 第22IDI石川県総合住宅展

月5
垂催団体/会場／行寧内容等行事名区分.｜行事名一｜期_間

5.3～5
宮城|ｼ即全日本こけしｺン 欝城県（仙台市青葉区本町3-8-1a022-211-2723)・白石市（白石市大手

町1-1a0224-22-1321)・白石商工会識所（白石術字本鍛冶小路13a
()224-26-2191)/白石市文化体育活動センター＜ホワイトキューブ>(a
0224-22-1290)／全国のこけしを広く紹介宣伝し，こけし美の鑑賞と工芸
IWIとしての優れた品質意匠および技術の向上を図り,観光工芸産業の振興
発展に寄与する。

宮崎県サミット協力推進協議会（宮崎市橘通束2-10-1a0985-32-
4466)／サミットホール＜ワールドコンベンションセンターサミット内＞
(a0985-21-1155)/県内の子供たちに国際的な視野を広げてもらうとと
もに，宮崎の豊かな自然への認識，自然保謹への意識を高める。
側森林文化協会（東京都中央区築地5-3-2朝日新聞社内冠03-5540-
7686)・朝日新聞社・鳴子町／会員を対象に専任識師の識義を聞きながら
春，秋（10.8～9）の2回，鳴子町の中山平鬼首，ハ・山地獄を訪ね森の成
り立ちや植生を観察する。

環境庁（東京都千代田区霞ヶ関1-2-2環境庁野生生物課容03-3581-
3351）・山形県庁（山形市松波2-8-l山形県文化環境部環境保譲課壷023-
630-2207)・側日本鳥類保護連盟（東京都杉並区和田3-54-5念03-5378-
5691)/1l1形県鳥海高原家族旅行村(飽海都八縮町草津字湯ノ台149)/豊
かな自然をベースに,本県の将来像を見据えた各柧計画の実現に向け，自
然保溌や鳥獣保護の観点から県民みんなでつくるつどいを考える。

世界自然遺産会議実行委員会（鹿児鵬ily'l鳴池新lllj.10-laO99-286-
2568)／麗久島（5.18～19)・鹿児島市（5.20～21）各行事により会場が異
なるので主催者にお問い合わせください／世界自然遺産の保全と世界自
然逝産を生かした地域づくりのあり方について諭識を深め,県民参加によ
る班かな自然を生かした循環と共生の地域づくりを促進するために開催。

東京の林業家と語る会（練馬区東大泉2-15-51窓03-3867-4757)・グルー
プ浜仲間の会／市民グループが中心となって都下森林の雛備を行ってい
る(5.7槽原村，5.27八王子市，6．11あきる野市，6.25宵悔市，7．8奥多
躍町，7.16青梅市の各山林で除伐･下刈り等の保育を行う)。参加者は事
前に連絡を。
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宮崎｜宮崎こどもサミット200015．4

宮城|驚口親雄先生と歩く鳴子の'5』4~'5

叩形|灘腰端間『全国野鳥'5．週
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■
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鹿児脇｜世界自然遡産会報 5.18～2］
】

螺京|英蛎好塵輔獅刈り'6月~7月

謹雛ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ･ｽｶﾗｼﾂプ(奨学生)の募集のお知らせ
●趣旨森林・林業・木材産業等関連分野において活鍜○米・加における木材に側する経済戦略，○林業・木材
している者で，さらに国際的視野から理論的かつ実践的産業に関する金融政策．
指導者として活躍する人材を育成するため奨学生を募集●奨学金の額合計約200万円(大学院生の場合)(初年
する。度48万円(入学金28万I'lについては別途支給),次年度
●応募資格(1)職業を持っている社会人で,博士課程(研以後2年を限度に年487711支給,|#土号取得後50万円
究生等を含む）を履修して博士号を取得する意欲のあるの論文作成費を支給)。［注］研究生などについては，実
者または森林・林業・木材産業関係業界において将来活態に応じ別途定める。
剛が期待できる者として勤務先の長の推せんを得た者と●応募期限平成12年6月30日（必蒋)。
する。(2)研究科・専攻，年齢は問わないが，現在，試験●採用人員等3名以内。採用方法は，審査委員による
研究機関に勤務している者を除く｡(3)平成12年4月期か諜類審査および選考（而接を含む）を経て，国土緑化推
ら13年4月期までに入学予定の者(研究生等を含む）と進機構理事長が決定する。当奨学金制度は，原則として
する。返還を要しない。また他の奨学金と併せて利用してもよ
●研究テーマ研究テーマは限定しないが，募集の趣旨い。
から広い視野からの研究テーマが望ましい｡(例）○エコ●問い合わせ先（社）国土緑化推進機織（田中，小森）
マテリアルに関する研究（バイオマス・エネルギー，木東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館内Tel:03-3262-
造建築等木質素材の炭素循環システムに関する研究)、8451Fax:03-3264-3974
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今年色カブ猴汐矛そろいました／

第〃回森林･林業写真コンクール
入選者の発表

毎年恒例，広く一般からも公募して行われる本コンクールの作品募集が2月末

口に締め切られ，応募作品数665点（カラーの部554,モノクロの部111）につい

て3月8日審査会が開催されました。厳正な審査の結果，次のとおり入選作品が

決定されましたのでお知らせします。

●入選作品の著作権は細日本林業技術協会に帰属c

･作品の一部は本誌（表紙・記事等）に順次掲載予定。
●なお表紙には，季節にふさわしく表紙効果のあるものを優先。|ｶﾗーの部’カラーの部

特選（農林水産大臣賞）
孟一

田植の頃辻和絵（和歌山県新宮市）

一席（林野庁長官賞）

老カツラと地蔵さん晴山幸八（岩手県二戸市）

二席（日本林業技術協会理事長賞）

残り柿

陽光

木橋(阿蘇望橋）

平山弘（和歌山県田辺市）

小林一夫（茨城県水戸市）

赤瀬繁明（熊本市）

席（日本林業技術協会理事長賞）

’
一
一
一

モノクロの部
田中敏雄（長野県松本市）

山本登(秋田県北秋田郡森吉町）

大和一浩（熊本県熊本市）

横田廣隆（福岡県直方市）

大熊政彦（長野県飯山市）

吉沢秀行（北海道旭川市）

小泉辰雄（北海道釧路市）

坂本智弘（大分県大分市）

福重勝已（鹿児島県鹿児島市）

佐藤満（福岡県大牟田市）

森に緑を

雪中の運材

みんな負けるな！

親子

森の主

カラマツの丘

早春の森林公園

ふるさと

芽吹き

白い傘

特選（農林水産大臣賞）

やまとや正夫（北海道函館市）炭を運んで

(林野庁長官費）

寺口栄一（東京都大田区）

(日本林業技術協会理事長賞）

席
すむ

一
垂
巨

二席

丹治昭一（北海道旭川市）

星野郁男（山梨県北都留郡上野原町）

冬の棚田

ブナの巨木

三席 (日本林業技術協会理事長賞）
佳作

吹雪の日

生きている

結願の寺にて

芽吹く

朝霧の里

城下進（鳥取県米子市）

東洋一（兵庫県明石市）

山口茂之（愛媛県新居浜市）

仲田欣也（愛媛県温泉郡重信III:1.)

横山弥助（新潟県三条市）

白い墓標森田ミツエ（大阪府柏原市）

美林風倒榎本定行（愛知県知多市）

ふんすい池田勲（山形鼎酒Ifi市）

落葉遊び阿部孝（埼玉県比企郡鳩山11IJ)

丸太と格闘吉岡義和（新潟県長岡市）

山仕事終えて加賀谷良助（秋田県枇手市）

水ごり下斗米光円（岩手県盛岡市）

朝露にぬれて小野寺悌三（新潟県燕市）

陽光を浴びて後藤司郎（宮崎県延岡市）

伐採下沢英樹(三重県南牟謹郡紀宝町）

林業の発展を祝って佐藤百二（宮城県仙台市）

権現舞穴澤富夫（青森県青森市）

山の彩り赤瀬繁明（熊本県熊本市）

雪の山肌谷中よしお（和歌山県田辺市）

佳作

祭り伊藤俊一（宮城県古川市）

竹の子狩の親類達村松悦郎（静岡県藤枝市）

筏組み小泉辰雄（北海道釧路市）

手作り角樽(つのだる）山口茂之（愛媛県新居浜市）

記念写真川代修一郎（岩手県盛岡市）

防雪林滝沢康幸（長野県須坂市）

板子づくりカマタニヒサト(岩手県下閉伊郡普代村）

巣箱づくり松下功（神奈川県横浜市）

⑭－林業技術No.6972000.4

佳 作一一一

森林の幻想坂倉徹（千葉県千葉市）

落葉あそび大迫靖臣（広島県尾道市）

ブナ巨幹坂本秀治郎（新潟県加茂市）

富士ヒノキの旅立ち上原己智也（静岡県富士宮市）

春を待つ福永孝義（佐賀県鳥栖市）

棚田を守る森や木木村悦子（埼玉県飯能市）



月14日

術協会

平

社団法人f

昌成12年

日本林業

3月14

技術儲林業技士養成講習合格者
ユ
エ1年度平成 11

本
一

農林水産事務次官依命通達により発足した林業技士制度についての,平成11年度養成講習が棚日本
林業技術協会（理事長・弘中義夫）主催により実施・修了し，このほど開催した林業技士認定委員会
(委員長･須藤徹男氏）による審議の結果，講習修了者の合格決定と林業技士登録資格認定が次のとお
り行われた。

本資格認定者には，林野庁長官の定める林業技士名簿に登録することによって，『林業技士』の称号

が付与される。
林業技士の登録者は，専門的林業技術者としての業務に従事することができ，今後さらに関連各分
野での重要性が増してくるものと期待されている。

◇合格者氏名（都道府県別，受講番号順）115名◇

林業経営部門64名

賑扇司岡本憲一,村上良勝,鎌出宗保,森谷治三郎,西根悌司,佐藤山和,原浩,小出裕幸,原
子一男,金野真幸,川上勲唐悪圓松橋博定,坪晃,小鹿忠光,大高徹,姥澤俊,大山
稔,前田昭夫曙手凛1舛森利之,永島良治,久保樹男,高橋務,小野寺弘,高橋喜一郎盾姦頁
高橋峻厭百扇三浦稔,金平秀弘,石川司,田中賢三,加藤龍作,鈴木文右衛,今野義一,猪
股長一【Ⅱ諺凛1渡辺省三陵姦凰佐川尚紀厩禾圓荒井四郎厩圓本間連
庫章罰岩森毅,北原眞一,山下孝親雁而凰橋本孝治瘡両凰中村芳弘醗
高桑順之,飛岡穣辰野県］和田浩夫匠三項今井泰,泊広信關司圓氏原孝
閑羽中森重寿鳫頭園漆原培寛皿常藤誉弘塵璽圓善家正利屋函團
村田光二,橋本浩一,森山真二,山中浩定,宗石高広,小松清隆度砺團栗田岩雄,姉川保人
朧禾凰有働和幸展更嶌凰岩井廣美,神園公博,四本幸次郎

森林土木部門28名 琴錘壜

厭百團
庫京調
早川定利

匠葛原1

佐々木明人肛罷凰宮阪繁,臼井利英，
阪井利行,永井和一郎,齋藤興踊票m"
賑璋凰山下篤志匡庫扇小西治夫
川元満夫闇1同橋本洋匿雇員
肝付六男，山中克文，井野道幸，岩上幹男

屑森員畑中昭彦
加藤賢一,土田太

青木規In契圓
震莨圓東住雄
大富淳辰砺頁

歴
厩
外里淳一

齋藤靖弘

田中睦男，

日野陽一

出羽正．

|鯛
｜
繩 松江厚，井関喜郎

森称評価部門15名一一一露毒一一一

応扇罰佐川和人,新林弘志,黒田信二匿霊副須藤広明,大沢恒男魎大河康隆
匝諺圓森国裕,梅津良一医騒扇吉成浩,見越政嗣雁軍員臼井正明,中島義雄,岩木
克也,膳見浩彰匠厩画凰寺田展治

一…

林業機械部門8名」‘

層霧團先崎安克,小笠原博幸厭百園兼子雅博厩鈴木俊夫匪土川哲志
信痴凰岡本光貴匪禾頁鳴松芳春,渋谷公彦

以上

◎連絡先〒102-0085東京都千代田区六番町7社団法人日本林業技術協会林業技士養成事務局公03-3261-6638
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１
１㈱日本林業技術協会第55回通常総会関係行事のお知らせ係技術

総会ならびに関係行事を次のとおり開催いたしますので，ご出席くださいますようご案内申し
上げます。なお，総会のご案内は4月上旬に発送いたしますが，出欠のご回答・委任状（支部分
会の場合は出席者名簿および委任状）は5月15日までに到着するようご協力お願いいたします。

会 場事時間 行月 日

第46回林業技術コンテスト
コンテスト参加者との座談会

5月23日（火） 9:00～16:55

17:00~
日林協5階会議室

日林協第551ml通常総会
第46回林業技術賞受賞者の表彰
第46回林業技術コンテスト受賞者の表彰
第11回学生林業技術研究論文コンテスト

受賞者の表彰
第41''旧林協学術研究奨励金対象者の発表
永年勤続職員の表彩
議事
日林協支部幹事会
支部幹事等との懇談会

5月24日（水） 13:30～15:30

虎ノ門パストラル＊
(東京腱林年金会館）
東京都港区
虎ノ門4－4－1

窓03-3432-726］

16:00～17:00

17:30～19:00

＊〔交通も東京駅-→地下鉄丸ノ内線霞ヶ関駅乗り換え日比谷線-．'抑谷川駅下車徒歩5分〕

|協｜｜会|：｜の｜|う｜｜ご|」き’ 3/7,於秋田市内,「誇りたい！この
海岸林」リフレッシュ蛎業に係る第
3回委員会。
3/9，於喜多方市内，ふるさと林道
緊急整備事業川入地区調査委員会。
3/16,於スクワール麹町,大規模林
業圏開発林道環境保全調査第41回I検
討委員会。
3/17,於スクワール麹1111,水源林造
成事業における事業地選定手法の調
査・検討についての検討羨員会。
◎国際協力部を新設
国際事業の充実を図るため，現在
の国際事業部に加え「国際協力部｣を
4月1日付で新設することとした。
なお,担当部長は当面,安燕寺紀幸理
事が事務取扱いすることとなる。

◎番町クラブ3月例会

3/30,於本会,腱林中金総合研究所
研究員･杉山光司氏を識師として「最
近の森林組合の経営状況について」
と題する講演および質疑を行った。

◎人事異動（4月1日付）
部長（調査研究部）白井彰
技術開発部長望月紫
調査研究部次長加藤仁
国際事業部次健久道篤志
技術開発部課長大平亘
陸l際事業部課長小林周一
同 吉村勉
国際協力部課長
(国際事業部兼務）西尾秋祇
採用技術開発部野口絵美

携整備計画調査」第2回林野庁委員
会。
3/10,於本会，「林分の多様性の維
持に関する調査」委員会。
3/13,於本会，「住民参加による地
域での生物多様性保全手法調査」第
3Inl林野庁委員会。
3/14,於本会，「腱村地域の資源管
理のための_'二下流連桃システム（森
林保全）に関する調査」検討委員会。
3/15,於能代市，「能代海岸保安林
整備検討委員会｣。
3/22,於本会，「木炭等の畜産的利
用方法に関する開発実証調査」第2
回検討委員会。
◎技術開発部関係業務
3/1，於本会，森林情報人力・処理
システム高度化調査その2平成11
年度第2回調査委員会。
3/2，於本会，地球温暖化防止のた
めの効果的森林躯備に|淵する調査平
成11年度第3回調査委員会。
◎熱帯林管理情報センター関係業務
3/23,於スクワール麹町,熱帯林管
理情報システム盤附事業平成11年
度第4肋|洲恋委員会。
◎調査部関係業務
3/6，於本会，郁市地域|附発行為実
態調査第2回委員会。
3/6,於ホテルアソシア牌岡ターミ
ナル，静岡市森林基本計画策定業務
の第3回委員会。

◎林業技士認定委員会

3/14,平成11年度林業技士資格認
定委員会（委員長･日本林業協会会長
須藤徹男氏）および同専門部会を本
会において開催｡養成講習合格者115
名，資格要件による認定者35名，合
計150名について認定を行った（県
別合絡者名は本誌p､45のとおり)。
なお，平成12年度の募集案内は5月
上旬,111し込み締切りは7月末日(資
格辮査については9/20）の予定。
◎海外出張（派遣）
2/24～3/9，根橘専務理事，海外林
業事前調査，トーゴ，マリ。
3/5～10,渡辺理事,3/5～13,大平
課長代理，熱帯林管理情報システム
整倫事業，ネパール。
3/6～26,久納課長代理，タイ国マ
ングローブ再生普及計画調査，同国。
3/12～4/5，田邊参事，ソロモン諸
島ニュージョージア諸島森林管理計
画調査,I司隆1．
3/19～22,渡辺理事,望月技術開発
部次長，熱帯林管理情報システム整
備事業，フィリピン。
3/25～31,望月技術開発部次長,和
田課長，熱帯林管理情報システム整
備剖喋，ブータン。
3/26～31,渡辺理事，大平課長代
理，熱帯林管理勝報システム整備事
業，ネパール。
3/27～31,根椛専務理事,鈴木課長
代理，熱帯林管理情報システム整備
事業，ベトナム。

◎研修

3/16，インドネシア国ジャンビ州林政
局,Mr.MARFIANTODjokoWib-

sono外1名，rリモートセンシング技術
について｣。

3/27～29，ニジェール共和国水利環
境省環境局,Mr.ATTAOU
MhamanLamin()u,「林業事業一
般｣。

◎調査研究部関係業務
3/3,於本会,r保安林指定基準作成
調査」第2回検討委員会。
3/10,於本会，「西関東外郭地域連

林業技術第697号平成12年4月10日発行
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図書お申込害 小社の「出版案内」を

無料でお届けしており

ます。必要な方はご一

報ください。

ご注文をいただき次第、

必要書類とともに発送
いたします。

インターネット・ホームベージ

http://www.wood.co.jp/ringyo/
マン力

林業白書V画/橋本陽子

スギ1の新戦略I 森と木の
リサイクル

住宅市場開拓編

炭焼き体験をきっかけに、木材利

用と環境保全のつながりを知る部子供たち1450円
途
風＄

村嶌由直・荒谷明日兒編著 日本林業調査会編

世界の木材貿易構造

林進監修／木文化研究所編

Q&A里山林
ハンドブック

諸夕霧国:の森林ざ林業

蝋山林の保全と驚怖に向けて、
要な技術的知識と情報
を淌職!2,000円

必
立
口

立
画＄ M

日本林業調査会編

すぐわかる森林・木材耐ブｯｸ
M%衞なデータをコンパクトにまとめたデータブック。好評増

刷の1999年版「データブツクjを全面的にリニューアルした、
便利なポケットサイズの最新改訂版13月末刊1

部B6変形判130R1,200円

編集協力/林野庁

森林・林業・
木材辞典
幅広く活用できるロングセラー1

3,000語余を解説。英訳
部付き。7刷2,500円部

おところ□□口一口口nn おなまえ

おでんわ

淵
森と木と人のつながりを考える東京都新宿区
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景観美への

明治大学農学部教授＝藤沢和・角田幸彦。井川憲明・渡辺直道／共著
A5判/348頁/本体価格4,200円(税別)/〒340

最観とは何か。紫観の定義は一･種の作業仮脱であって，十八-'一色である。例えば“眼前に広がる場所の
独特な雰囲気”とする人もいるし．“人類の行動の軌跡を美的に見たさま'、とする人もいる。ではよい
景観とは何か。“あるべきものがあるべきところにあるべき縦あること，．との脱がある。さて，こうし
て景観の美，醜，良し．悪しによって．人の心は閉ざされたり開かれたり，またいらつかされたりもす
る。鍬観間池は．脚然の摂理と人間の心との対湘関係にある。本神は，呼門分野の異なる4名が，今Ij
の紫観懇化に奮起し，環境間趣を兇鵬えながら紫観から打開策を発見しようとしたものである。考究し
た結果をここで明らかにし，社会の統者と対話することによって，吏なる景観環境を整備し充実を刷ろ
うと願ったものである。

景観環境勤

１
１

－－

測量学|’「新訂増補南洋材
農'学博士須藤彰司/著

A5判/556頁/本体4,500円(税別)/〒380

12'世紀を展望した森林‘樵の長期ビジﾖﾝ
ｰ持続可能な森林経営の推進一
森林基本計画研究会/編

A5判/440頁(カラー口絵8頁)/本体3,900円(税別)/〒340

1応応用山地水文学
-Appliedsiopelandhydrology=
東京ﾉ<学澗燐教授山口伊佐夫/著
A5判/240頁/本体2,913円(税別)/〒310

義9増補 現代林学講新訂増

東京農業大学教授西尾邦彦/著
A5判/136頁/本体2,800円(税別)/〒310

’ ’山村問題研究入門森林･林業。業 題研ビジョン･林業の
船越昭治/編著

A5判/368頁/本体2,800円(税別)/〒340

14
山 防工地 ●

静岡大学農学部教授陶山正憲/著
A5判/250頁/本体3,200円(税別)/〒310

■

野生動物との共存 実用新案登録済

シカ･カモシカ・ウサギ・ネズミ

食害完全防止
宙

〆

☆下刈り軽減6

☆誤茂防止。

☆根曲がりを防ぐ。

☆雪起こしも不要b

☆スギ〃ヒノキ・広葉樹の成長を促進。

☆治山・砂防事業に普及。

☆ダイオキシンが発生しない

ポリプロピレン製。

仇蛎臓蛎嬬
営菜部京都
〒613-(X)劉炳都府久世朏久御111町佐山西ノulO-1日本ファミリービル31

．W§LO774雪46-1351（代）F八XO774-‘18.100局
営業部東京
〒101．(X)52鞭京都千代Ⅲ区仲111小川町3-28ｹ鮒蝿ピル302

’rELO3-5259-9510FAXO3-5259.972O
L

'#真は仙総後3年目のヒノキ（チューブの腿さ1.4m)
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あらゆる図形の座標・面積・線長（周囲長）・辺長を

圧倒的なコストパフォーマンスで簡単に同I蹄測定できる外部出力付の二一

測
定
ツ
ー
ル
の
新
し
い
幕
開
け
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'’検査済み±0．1％の高精度
7典臥スーパーブラニクス〃の側1(h紫イブ

スーパープラニクスβは､工場出荷IIに倣格な検査を施して

いますので､わずらわしい誤差修正などの作業なしでご脳入

されたときからすぐ±0.1％の高粘度でご使用になれます。

ス
ー
パ
ー
プ
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ニ
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に
β

使いやすさとコストを
’コンビュタフレンドリィなオプションツール追及して新発売！
16桁小型プリンタ、RS-232Cインターフェイスケーブル、

ワイヤレスモデム､キーボードインターフェイス､各種専用

プログラムなどの充実したスーパーブラニクスαのオプショ

ンツール群がそのまま外部出力のために使用できます。

ブー1－フークスβ(ーﾀ）スーノ

仁外部出力付吟
標準タイプ．．…

プリンタタイフ

￥160.000

￥192．000

（
ベ
ー
タ
）
登
場
。

I

D ’測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能

1豊富な機能をもつスーパーブラニクス

の最高峰スーパープラニクスα(ｱﾙﾌｧ）

スーバーブラニクスαは、座標辺長線長、

面積、半径、図心、三斜（底辺、高さ、面積）、

角度（2辺長、狭角）の豊富な測定機能や、コ

ンピュータの端末デジタイザを実現する外部出

力を備えた図形測定のスーパーディバイスです。
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｜日林協の話題の本’本協日
■前橋営林局(現･関東森林管理局)編

オオタカの営巣地における
森林施業-生息環境の管理と間伐等における対応一

ｐ

平
成
十
二
年
四
月
十
日
発

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日
第
三
種
郵
便
物
論
（
毎
月
一
回
十
個
発
行
）
林
業
技
術
第
六
九
七
号

■A4判･152=･カラー図版■定価（本体4000円十税）

●人工林や二次林に営巣することの多い猛禽類の特徴等をまとめ、どなたでも種を絞り込
めるように識別点を解説／

●より多くの野生生物の生息環境を生み出すような人工林の管理について解説／

●英・米でのオオタカ生息地管理法を紹介しながら、わが国における林分管理方法を検討
●間伐を中心に、実際に施業を実施する際に注意すべきことをマニュアル化／

第1章人工林・二次林に生息する猛禽類の一般的生態オオタカ／ハイ
タカ／ツミ／ハチクマ／サシバ／ノスリ／比較となる種 <執筆者〉

第2章人工林等の管理について林分管理・林分配置の基本的な考え 石塚森吉（森林総合研究所物質生産研究室長）
遠藤孝一（日本野鳥の会栃木県支部副支部長。方／オオタカ生息地における林分管理・林分配置

オオタカ保護基金事務局長）
第3章森林施業の実施上留意すべき事項調査にあだって／間伐の計

本村健（新潟大学大学院自然科学研究科）
画・実行にあたって／その他の事業にあたって／生息環境・営巣 由井正敏（現・岩手県立大学総合政策学部教授。
環境の整備 前・森林総合研究所東北支所保護部長）

参考資料検索チャート／飛翔時の注目点／レッドリストとレッドデータ
ブックのカテゴリー定義／参考文献

卿人工林林分密度管理図
林野庁監修（待望の復刻･全22図／解説書付）

●昭和53～62年にかけて製作された『人工林林分密度管理図』－
スギ､ヒノキ､アカマツ､カラマツ､広葉樹(ナラ類.クヌギ)の5樹種を■各図A4シート．

ホルダーケース入
対象として地域別に作られ(全22図)､わが国の森林整備における

（解説書付）
基礎的技術資料としてさまざまな分野で使用されています｡特に

間伐の実行に有力な判断材料を提供します｡．定価(セット価格)(本体2000円十税).〒料別
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開発援助に携わる人々の必読書。授業教材としても高い評価。
関係国でも多くの翻訳一一待望の日本語版登場ノ 国内各地を訪ね歩いた女性フォレスターの眼で、
マイケル．M･チェルネア編／“開発援助と人類学”勉強会訳

海外から訪れる人たちのために書かれた日本の森林・林業ガイド。

開発は誰のためにTHEFMESTS&JAPAN
JoSASSEジョー.サッセ

●援助の社会学･人類学● オーストラリアビクトリア州天然資溌環境

PuttingPeopleFirsts()ci(III)gi"IYarii'blesii,Rura1Developme!,[ 省･林木技術センター主任研究輿。農学博士

〈本書の構成＞ B5変型80頁定価(本体10001円十税）

〔社会学･人類学の知識と開発プロジェクト〕（第1章）〈本書の構成＞
〔実施プロジェクトのさまざまな局面とその検討〕（第2～11章）日本の自然・動植物。森林帯とその特徴。
灌潔プロジエクト／入植および住民移転プロジェクト／畜産プロジェクト／日本の森林の歴史。所有形態・管理・法体制等。
漁業プロジェクト／林業プロジェクト／農村道路プロジェクト日本の人工林。木材の需給。木材産業。
〔プロジェクトの評価・受益者の参加・社会データの収集〕（第12～14章）参考文献。日本産樹種呼び名対照表など。

B5判,408頁，定価(本体3500円十税）

定
価
四
四
五
円
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会
員
の
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読
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会
費
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含
ま
れ
て
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ま
す
）
送
料
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五
円

森林の地理情報システム(GIS)はここまで来ているノ各界に大きな反響／好評発売中ノ

森林GIS入門嶬篭撫嘉介
一これからの森林管理のために一新しい時代の森林管理・森林情報とは。

本 莞お求 林業技 事めは……社団法人日
〒102-0085束京都千代田区六番町7
画垂の舞釜恥畦垂全ご無錨．馨符牛．垂

めI 術協会1
X.03-3

‘でどう

業部
〒102-

図書の
0085束京都千代田区六番町7TELo03-3261-6969

お求めは書名蕪冊数・送付先。電話・氏名を明記のう

261-3044
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日林協の〈刊行物・ビデオ・物品等の総合目録〉がございます。ご利用ください（事業部）


	表1

	表2

	2000年4月号目次

	論壇_森林公園におけるバリアフリー整備

	特集_20世紀の森林･林業●Ⅳ造林②_20世紀における造林の歩み(2）
 
	特集_20世紀の森林･林業●Ⅳ造林②_針葉樹の天然更新作業法の変遷-特にヒノキの更新技術を中心として

	特集_20世紀の森林･林業●Ⅳ造林②_天然更新施業の流れ－ブナを中心として

	特集_20世紀の森林･林業●Ⅳ造林②_民有林における20世紀Ⅰ_尾鷲林業20世紀のあゆみ

	特集_20世紀の森林･林業●Ⅳ造林②_民有林における20世紀Ⅰ_20世紀天竜材業の現状と21世紀への課題

	特集_20世紀の森林･林業●Ⅳ造林②_民有林における20世紀Ⅰ_カラマツ林業の100年
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